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－１－ 

午後２時開会 

【会  長】どうもお待たせをいたしました。各委員の方、きょうはご出席くださいまして大

変ありがとうございます。新宿区情報公開・個人情報保護審議会の第８回目の会合を開き

たいと思います。 

  なお、きょうは区長さんから私たちにごあいさつをしたいとうことで、ご多忙きわまりな

いもんですからあれですけれども、午後４時ごろまた時間をとりたいということなので、

それぐらいにこの委員会も一応終えることができればというふうに思っております。余り

無理なご注文はお願いできませんけれども、どこかにこういうことを踏まえておいていた

だければ大変幸いでございます。 

  それでは、課長さんのほうから資料についてご説明願えますか。 

【区政情報課長】区政情報課長です。 

  資料のご説明の前に、本日、福西委員が欠席というご連絡をいただいております。また、

ひやま委員が所用により30分程度遅れるとのご連絡をいただいております。それから、赤

羽委員につきましては、途中、所用により途中退席というご連絡をいただいております。 

  また、今、会長からお話がありましたように、今後臨時にお願いする案件がなければ、こ

のメンバーによる審議会につきましては今回が最後となりますので、後ほど中山区長から

ごあいさつをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  それでは、本日の資料でございますけれども、事前にお配りしました資料は、本日の次第、

資料66「区民討議会参加依頼者を抽出するための外国人登録簿の個人情報の目的外利用に

ついて」から資料73「児童・生徒の健全育成に関する警察と学校との相互連絡制度の協定

に基づく本人外収集について」までとなっております。 

  また、本日、机上に配付しました資料として、諮問事項に係る追加がございまして、変更

後の次第、資料74「子ども手当に係る目的外利用、電算開発等について」、資料75「投票

人名簿及び在外投票人名簿の調製について」、また資料75に関するリーフレット、以上を

机上配付させていただいております。 

  資料74と資料75につきましては、資料70の次にご審議をお願いしたいと思います。また、

資料69と資料70につきましては、内容に共通点が多いことから、続けてご説明をさせてい

ただきます。 

  資料についての説明は以上でございます。 

  審議案件が多くありますけれども、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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  私からは以上です。 

【会  長】ありがとうございました。 

  何か資料に不備な点ございますか。よろしいですか。 

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

【会  長】では、そういうふうにさせていただきます。 

  まず、資料66から入ります。「区民討議会参加依頼者を抽出するための外国人登録簿の個

人情報の目的外利用について」でございます。 

  どうぞ、担当の課長さん、よろしくお願いいたします。 

【企画政策課長】企画政策課長でございます。 

  それでは、資料に基づきましてご説明をさせていただきます。 

  お手元の資料66の事業の概要というものをお開きいただきたく存じます。 

  現在、新宿区では、区議会、それから区民の代表、それと区行政と三者が一体となって

（仮称）新宿区自治基本条例の制定に向けた取り組みを行ってございます。来年度、４月

以降になるわけですけれども、この骨子案を作成いたしまして、区民の皆さんからさまざ

まな形でご意見をちょうだいしていきたいと考えております。 

  今回、新宿区としては初めての取り組みですが、区民討議会という手法を使って区民の意

見を収集したいと考えております。この区民討議会というのは、無作為で区民の皆さん、

それから外国人も含めて選びまして、それらの方々に参加依頼をして、それで出席可能の

方、２日間討議に参加いただくもので、参加者には日額6,000円を支給します。そして、ワ

ークショップ形式のような形で討議をまとめて、その意見を発表し合ってというような形

での意見収集を行うというものでございます。５月下旬ごろを予定してございます。 

  それで、今回、個人情報保護審議会にお願いいたします事項は、次のページですが、外国

人登録データの目的外利用をお願いしたいということでございます。 

  このデータは、保有元は戸籍住民課、外国人登録業務ということで、登録原票及びホスト

データを利用させていただきたいということで、利用先は、私どもが所管しています自治

基本条例の所管であります企画政策課でございます。 

  それで、目的外利用を行う理由ですけれども、先ほど少しご説明差し上げました自治基本

条例の区民討議会へ条件に該当する区内の外国人に参加依頼をするためということでござ

います。 

  目的外利用を行う情報項目といたしましては、氏名、住所、生年月日、性別、在留資格、
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国籍でございます。これは、くじのような形で無作為抽出するときの抽出条件にというこ

とで掲載してございます。 

  目的外利用を行う際の記録媒体ですが、紙（リスト）、それからデータ、ＣＳＶ形式のも

のでございます。 

  時期は、22年、本年の３月１日から翌年の３月31日までとさせていただくというものでご

ざいます。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

【会  長】ありがとうございました。 

  どうぞ、皆さんご質問。 

  はい、どうぞ。 

【久保合介委員】この件については、直接この問題にかかわっている自治分権の６名の小委員

の１人ですから、この点だけはと思うところについて意見を言わせてもらいます。 

  ２ページ目の事業の概要の中に事業内容があって、目的というところがあるんですが、そ

の前に、これは当然公文書として外へも出るし、残される性格のものだと思うけれども、

そうじゃないですか。 

  会長、それなら、なおさらですが、目的と書かれた４行目から３行目、「サイレントマジ

ョリティーと呼ばれる特別な関心を持たない区民」と書いてある、この「特別な関心を持

たない」というこの文字だけはぜひ削除をしていただきたいんです。サイレントマジョリ

ティーと言われる人は特別な関心のない人だというふうには考えられてないし、またそう

いうふうに新宿区が定義したら失礼な話ですし、本当に厳しい人だったら文句も出ます。

この人たちは関心がないわけ、意見がないわけではなくて、それを表現する直接・間接的

機会を持たないというだけの人たちです。それを、新宿区が特別な関心を持たない区民だ

というふうに言い切ってしまうと、私たちが後で困るようになると思うんで、この点はぜ

ひ削除をしておいていただきたいなと思うんですけれども。 

【会  長】大変重要な問題を提起されましたけれども、ほかの委員の方いかがですか。 

  はい。 

【久保合介委員】大変だから言いますけれども、具体的に。サイレントマジョリティーと呼ば

れている区民ということで通用するんですね。余計なことを言って問題起きるよりは、通

じるんだから、そこだけ取ってしまったらいいんじゃないですかというふうに具体的に言

わせてもらいます。 
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【会  長】はい。 

【鍋島委員】関連なんですけれども、これは無作為でと思うんですね。無作為というのは、こ

ういう条件、私たちも相談員協会とか、こういう無作為抽出やりますけれども、無作為と

いうのは、そのときの講座だと、条件をつけてはいけないということなので、サイレント

マジョリティーも条件になりますから、これは抽出方法としてはいけないんじゃないかと

思うんです、そのときの講座から。 

【会  長】課長、どうぞ。 

【企画政策課長】ご説明させていただきます。 

  区民意見の募集につきましては、よくパブリックコメントということで、こういう重要な

条例ですとか計画ということは、意見公募という手続が新宿区よくやってございます。こ

れは、特別な関心という言い方は本当に訂正させていただきますけれども、意見のある人

は、そういうことで区に意見をそのテーマについてですね、意見を言うわけなんですが、

そうでない方々の意見がどういうところにあるのかということで、手続として、趣旨は違

いますけれども、裁判員制度のように、くじで区民の方、これは大体1,200人ぐらいを抽出

しようと思っておりますが、それらの方々にこの討議会にご参加いただいて、それで意見

をまとめていただくということで、より幅広い意見を集約できるという、こういう手法で

ございます。 

  そういう意味で、このサイレントマジョリティーとか特別の関心を持たないというところ

が、このサイレントマジョリティーというのは、抽出の条件ということではなくて、この

制度を実施する一つの意義とか趣旨というようなことで書かせていただいた次第です。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【鍋島委員】これは抽出すると書いてあるんです。抽出すると書いてあると、もし私に当たっ

たとすれば、サイレントマジョリティーじゃないから、カットされてしまうと思う。私、

すごい不満です。 

【会  長】いかがですか、課長さん、今のご意見。 

【企画政策課長】企画政策課長です。抽出された方がどういう意見をお持ちかによって、その

方に参加いただくとかいただかないとかということはありません。この条件だけです、こ

こに書いてある。サイレントマジョリティーは条件ではないんです。こちらをごらんいた

だきたいんですが、事業の概要のところの２ページ目の抽出方法というところをごらんく

ださい。「永住資格を有する（特別永住を含む）外国人の中から、住民登録者と合わせ、
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基準日における18歳以上、1,200名程度を無作為抽出し、区民討議会への参加を募る。参加

希望者は５％程度を予想」という、こういう条件でございます。 

【鍋島委員】区民は抽出しないんですか。 

【企画政策課長】住民登録者も抽出します、一緒に。 

【鍋島委員】でも、その目的は違うわけですか。 

【企画政策課長】同じなんです。ただ、住民登録のデータというのは、もともとこうした区市

町村がこういった事務を行うに当たっては、当然利用していいデータなので、今回お諮り

しているのは、外国人登録のデータは、もともとがそういう目的でつくられてませんので、

そのデータを利用させていただく、くじを行うために。外国人登録データを目的外に利用

するため、個人情報保護審議会にお諮りをしている次第でございます。 

【鍋島委員】申しわけない。ちょっと個人情報と離れてごめんなさい。でも、抽出方法だけは

守ったほうがいいと思うんですよね。私たちも総務省とかそういうところから頼まれてや

るんですけれども、すごい厳しい制限があって、１つ飛んで、そこが当てはまらなかった

ら、また幾つか飛んでというようなことの抽出方法もあるわけですよね、くじだけじゃな

くてね。抽出というのは、本当に物理的な作業で、きちっとした方法論があるので、やっ

ぱりここの目的のところに、少なくとも抽出するということではなくて、意見を聞くため

にとかというのはわかりますけれども、ここのところに抽出という言葉があると…… 

【企画政策課長】ここですね。 

【鍋島委員】その抽出の方法に違反されてはいけないんじゃないかと思ったので…… 

【企画政策課長】わかりました。上段の目的のところに「サイレントマジョリティーと呼ばれ

る特別な関心を持たない区民の声を抽出する」というこの部分ですね。 

【鍋島委員】そうです。 

【企画政策課長】はい。大変申しわけございませんでした。これは、もしよろしければ、後ほ

ど訂正なりということをさせていただいて、「サイレントマジョリティーの区民の声を聞

くため」とかというような表現に訂正させていただきます。大変ありがとうございました。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【かわの委員】かわのです。 

  これは、３ページのところで、目的外利用を行う理由ということで、ここで条件に該当す

るという、その条件というのは一体何なのか。 

  それと、その下の在留資格だとか国籍というふうにも書いてありますけれども、そもそも
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この在留資格とか国籍もなぜ必要なのか。その国籍によって、例えば人数をちゃんとやる

ということなのか、それとも、さっき言ったように外国人登録はだっとやるのか、国籍と

か在留資格が必要なことはなぜ必要なんですか。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【企画政策課長】まず、在留資格ですけれども、大変種別がたくさんあるんですが、永住資格

を持っていらっしゃる方、それ以外は比較的５年ぐらいで帰国されるとかという前提があ

りますので、在留資格としては永住者と特別永住者ということを条件にさせていただくと

いうことでございます。 

  それから、国籍につきましては、これは抽出した後の結果の記録用に使うということで、

あらかじめ例えば国籍ごとに人数比例で、この国籍からは何人とかというようなことで使

うものではありません。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【かわの委員】そうですか。要は、だから抽出された人で、実際に1,200掛ける５％で約60人

ですよね。その人の国籍をということであれば、それは本当はその人にちゃんと聞くのが

普通だよね。あらかじめこういう形でやっておいたほうが、それは資格があるから便利な

のかもしれないけれども、そういうのはもうちょっと慎重なほうがいいんじゃないかなと

思いますし、それが１つ。 

  それから、そうすると在留資格というのは、要はこの1,200人、対象にする1,200人という

のは、永住者と特別永住者というふうに限るんで、そのためにそのほかのいろいろな留学

生だ何とかは省くわけですね。そのためにこれが要るということでいいんですか。 

【企画政策課長】企画政策課長です。 

  抽出の方法なんですが、住民登録、住民台帳から18歳以上、それから外国人登録の永住者、

特別永住者で18歳以上の人を両方合わせて、その中から1,200を選びます。永住者と特別永

住者の中から、外国人の中から1,200を選ぶということではなくて、住民登録者と合わせて

18歳以上で1,200名程度を無作為抽出します。 

【かわの委員】国籍の話は。 

【企画政策課長】それで、実際に参加される方というのは、この中から全員が参加するという

ことではないと思いますので、参加の意思確認をするんですが、国籍は、抽出した結果、

1,200人の内訳に使うということで、国籍ごとにこういう内訳になりましたということで、

個人名とは連動しない形で、統計データ的に使わせていただくということで考えた次第で
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す。 

【会  長】ちょっとお伺いしたいんですけれどもね…… 

【かわの委員】では、最後にしますけれども…… 

【副会長】かわの委員、ちょっと待ってください。会長が。 

【かわの委員】ああ、そうですか。すみません。 

【会  長】こういうふうに文言をめぐって審議会の意見が対立しているときには、どうなん

ですか。我々の審議会のほうが優位に立つんですか。言葉をめぐっての話ですから。お願

いすればいいんですけれども、承認できないとなったら、これ、どちらが優位に立つんで

すか。僕は審議会が優位に立つと思うんですよね。 

【会  長】個人情報に関する委員会ですから。 

  はい、どうぞ。 

【区政情報課長】区政情報課長です。 

  今、会長ご指摘いただいたのは、部分的に使えないということですか。そういう…… 

【会  長】部分的に。それはもうちょっと大きくなるかわかりませんけれども。仮定の話で

す。 

【区政情報課長】先ほど概要のところの文言の訂正につきましては、所管課のほうでも直すと

いうことですので、後ほど文言は直させたものでご承認をいただくなりをしていただけれ

ばと思います。 

  それで、項目については、その項目が必要ということで、今、出されおります。それで、

国籍のところで、何か先ほどの本人収集のほうがいいんではないかというお話については、

これについては、あくまで本人のデータと統計データはマッチングしないというんですか、

そういうもので、その方がどういう国籍ということを一緒にするのではなくて、それとは

別に統計データとして国籍のデータをとりたいので、本人収集という形ではなく処理をし

たいという所管の考え方ということです。その辺をご理解いただければというふうに考え

ております。 

【会  長】これ、いずれにしても、結論に関しては、委員会へもう一回報告いただくという

形なんですか、こう直しますというふうに。一応そういうことで、この委員会のメリット

は、どのように直されたかということに関しての報告を受ける必要あるでしょう、この委

員会としては。どうなんですか。 

【区政情報課長】文言は今、修正して、目的のところですよね。そこは今、修正したものが出
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せると思います。 

【会  長】それはありがたい話ですけれども、もとの委員会のほうは大丈夫ですか。この委

員会の。この表現をつくった委員会に対して。 

【区政情報課長】ええ、この委員会で。 

【企画政策課長】今のこの概要の文言の修正につきましては、直ちに差しかえさせていただい

て、こちらにお持ちしたいと存じます。そういうことでご承認いただきたい…… 

【会  長】差しかえることって、もとのあなた方の審議会のほうは認めるんですか。 

【企画政策課長】それは大丈夫です。 

【会  長】そうですか。 

【企画政策課長】こちらの区民討議会の目的、概要について、このペーパーですね、こちらの。

これそのものが自治基本条例検討連絡会議で決定してお出ししているというものではない

んです。検討連絡会議では、区民討議会をやりましょう、そのときに外国人も含めてくだ

さい、それで18歳以上で永住者、特別永住者と、そういうことでやってくださいというこ

とが決まりましたので、それをやるに当たっては、外国人登録情報の目的外利用の手続が

必要なので、この個人情報保護審議会にお諮りをしていると、こういう関係でございます。 

【会  長】わかりました。 

もう一つお伺いしたいんですが、外国人登録者とありますね。この場合、外国人の方々

がこういうことにお答えする上で、非常に喜ばしいというふうにおとらえになるのか、そ

れとも、こういうことに答えることによって、自分が外国人であるということが判明して

しまうことになるでしょう。ですから、必ずしも喜んで受けいれてくれないというケース

があるんじゃないか。その辺はどうなんですか。今まで外国人と知られてなかったのに、

知られるということになってしまうわけですよ。よくあるケースですね、こういう問題と

いうのは。 

我々、外国人の研究というのは、いかにもいいように受けとめるんですけれども、外国

人のほうからすれば、私は外国人であると知られたくないという人が多い。いるんですね。

意見がよくあるんです。顔を見られるとまずいので、別の日にしてくれとかね。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【久保合介委員】会長おっしゃるのももっともなんですが、最終的にそういう立場が、その人

たちがはっきりするのは、あくまでもご本人が参加希望した人だけなんです。それ以外は

表へ出るものではありません。だから、本人が希望したということは、当然自分が外国籍
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の人間であるということを本人が意思表示することですから、その点は問題ないと。 

【会  長】わからないわけですね、はい。 

【企画政策課長】1,200名にご通知を差し上げて、それでご参加いただけるという方だけがそ

の討議会に来られますので。 

【会  長】わかりました。 

【企画政策課長】はい、よくわかりました。ありがとうございます。 

【会  長】どうぞ。 

【かわの委員】いいですか。 

【会  長】どうぞ。 

【かわの委員】かわのです。 

  ちょっと続きです。今のやりとりを聞いても、あれしても、なぜ国籍が必要なのかという

のがもう一つ私にはよくわからないんですけれども、なぜ国籍がやっぱり必要なんですか。

国別に例えば何人、偏らないようにしたいということだったら、またあれかもしれないけ

れども、なぜ国籍が必要なのか。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【企画政策課長】1,200人を無作為抽出した内訳で、住民登録をしている、あと国籍がどこそ

こが何人、何人、何人でしたと。 

【副会長】ちょっとすみません。今のことですけれども、この1,200人抽出するときに、外国

人枠が幾らで云々とか、そういうことを決めて、抽出のときに、もう既に1,200を抽出する

ときに数を決め、枠を決めてやっているのか、あるいは抽出した後、出席者を５％、これ

は参加者全員なのか、ちょっとそこらもよくわからないんですけれども、参加者の構成に

外国人が必ず何か何名かいないと意味がないんだとか、何かそういう外国人について、何

か特別のことをお考えがあるんでしょうか。 

【企画政策課長】抽出は、母集団になる、くじの箱に入るのは、外国人とか分けません。それ

から、国籍別に、例えば中国の方から何人とかというようなことではないです。両方一緒

にして、そこから無作為に選んでくる。その選んだ結果が1,200人ということです。 

  それで、その次に、その1,200人の方に区民討議会の内容だとか、こういう趣旨だとか、

こういうことをはっきりとお示しした上で、参加のご意思を確認します。これ、文書にな

ると思いますけれども、それで、その中から参加しますという方が、これは新宿ではこう

いうやり方初めてなんですが、ほかで取り組んだケースからすると、大体５％ぐらいが参
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加意向を示すということなので、５％としてございます。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【久保合介委員】皆さんわからないと思うんですよね。外国人の中から住民登録者、この住民

登録者というのは、外国人ではない、新宿の住民のことを言っているんでしょう。ごっち

ゃになってしまっているんです、皆さん。 

  あくまでも、だから1,200名の中に外国人、特別永住と永住資格を要するその人たちが日

本人としての住民登録者1,200名の中に入っているんだよね。その５％と言っているんだけ

れども、皆さん聞きようによったら、この1,200人が外国人だと思っているんですよ。その

ところがわからない。あなたの説明が、一緒なんだということを言ってないんだ。 

【企画政策課長】対象になるのは、くじというか、無作為抽出の対象になる母数は、外国人の

中の永住者と特別永住者、それと日本人の住民登録、だから数で言うと、18歳以上ですか

ら、大体二十二、三万とかそのくらいの数だと思います、日本の住民登録をしている。そ

れから、外国人のほうが、恐らくですね、永住者と特別永住者が五、六千人ぐらいですか

ら、それを合わせて26万5,000人の中から1,200人を選ぶんですという、そういうことなん

です。 

【久保合介委員】だから、外国人が５％か、１％か、３％かなんてわからないんですよ。決め

てないんです。そういことじゃないんですよ。外国人だけ特別に扱うんじゃない。 

【会  長】どうぞ。 

【小菅委員】小菅です。 

  当委員会としては、３ページの目的外利用を行う情報項目のうち、１から６までのうち、

適当なのがどこかということを絞ればいいんではないかと私は思うんですが、その中で、

かわの委員のおっしゃっている６番目は必要ではないんじゃないかということを２回３回

聞いているんだけれども、その答えが出てないので、戸惑っているんじゃないかと思うん

ですが。簡略にいきましょう。 

【会  長】この委員会の後で、ちょっと後のほうに譲りまして、先にほかの議題を進めてい

きますから、その間やっていただけますか、文章を考えることでしたら。 

【会  長】いいですか。 

【区政情報課長】会長、文章のほうは、今訂正のほうを今、コピーをしておりますので、今す

ぐ出ます。国籍がなぜ必要かについては、もう一度担当のほうからお答えをいたします。 

【企画政策課長】国籍は、1,200人の内訳の人数統計上必要なので、まずそれが必要だという
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こと、無作為ですから、1,200人が1,200人ともどういう国籍になっているか、全く外国人

が含まれないことも結果としてはあるわけなんです。 

【久保合介委員】理論的にあるはある。 

【企画政策課長】あり得るんですね。だけれども、1,200人を選んだその内訳がこうでしたと

いうことが、これは区民討議会の、これはパブリックコメントと同じように、まとめられ

た意見というのは全部報告書としてまとめますので、そこのときに表示する必要があると

いうことが１つと、それからあと本人確認ということをしますというふうにしますと、先

ほど会長がご示唆いただいたように、外国人であるとか外国人でないとかというあたりが

直接本人にその確認をするということになるので、むしろ本人とは別個に、統計上1,200人

の内訳がこうでしたという形での集計の仕方が必要だということで、国籍というのを入れ

させていただいた次第です。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【副会長】もともと自治基本条例というものは、日本の国籍を有する人、住民登録者だけの問

題を扱うのか、あるいは住民登録関係なく、外国人の方にもこの自治基本条例というのが

影響があるのかということをまず、だから、要するに外国人の方もこの対象にしないと、

意見聴取するについては、外国人の方も来てもらわないと意味がないよということがまず

あるかなという、そこをちょっとご説明いただいて、何かそういう関係で、何か私にはイ

メージがちょっとできないけれども、国籍が何らかのね、この会議をやっていくときに、

何らかの意味があるんじゃないかと。意味さえあればいいんで、その程度はともかくとし

て、何か国籍をチェックする、チェックというのは、やっぱり今みたいに外国人の方も参

加してないのに、外国人の方に不利益な条項をつくるような問題が起こるとか、何かそう

いことがあれば、外国人の方に聞かないと、意見を聞いたほうがいいということだろうし、

何かそのあたりを説明していただけませんか。 

【鍋島委員】それとちょっと関連なんですけれども、私たち、前、こういう調査も何回かやっ

ているんですね。それでしたときに、ここのものもそうだと思うんですけれども、日本国

籍の人と、それから、昔だったんで今はどうなっているかわかりませんけれども、外国登

録の方とか永住者とかは台帳が別になっていたんですね。それで、一応国籍を問題にする

総務省のものは、一応日本の国籍の人は何人、それから国籍と全体像の割合で何％、何％

の割合で、外国のほうは何人出してくださいというものが来たんですね。だから、これ、

本当に国籍ということを問題にするのであれば、やっぱり総務省の方法みたいに、外国人



－１２－ 

が何％いるから、この何％の中から何人で、国籍、日本国の人から何人ということがやっ

ぱりないと、バランスが崩れてしまうと思うんですね。だから、そういう台帳になってい

たと思いますので、そこのところはちょっと私、統計的にも、国籍を書いた以上は、やっ

ぱり国籍の問題はきちっとしたほうがいいんじゃないかと思います。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【企画政策課長】企画政策課長です。 

  まず、１点目のこの自治基本条例というのは、今、検討中のことで、その中で、区民の定

義のようなところで、かなり議論が白熱しているような状態です。それで、１つ言えてい

ることは、住民だけに絞るということでは必ずしもないというところでは一致しているん

ですが、当然、そこの中には外国人というのも念頭に入れた、そういう議論になってござ

います。したがいまして、この自治基本条例が外国人に無関係に決めるわけにはいかない

という、そういう動機１つございます。そういうことで、外国人の方々のご意見も聞こう

というのがまず１つの今回のこの動機です。 

  それから、あと抽出の仕方なんですが…… 

【小菅委員】会長、途中で悪いんですが、当委員会として、どういうことを審議するかという

ことに絞ったらいかがですか。事業内容まではこの委員会には付託されてないはずですよ。 

ですから、この３番目の目的外使用の情報項目が当委員会として的確かどうかということ

を判断していただけないでしょうか。全部できょう10件あるんで、１件説明入れて12分し

かないはずなんですが、もう40分もたってしまっているんですね。もう少し上手に課長さ

ん、提案していただけないでしょうかね。 

  要するに、この３ページの目的外利用の項目だけだと私は思うんですけれども、事業内容

については当委員会は付託されていません。 

【鍋島委員】だから、国籍の問題がクリアになれば、考えが出るわけですよね。だから、今、

国籍のここを決めれば、個人情報として出すか出さないか、ここに関係しているので、出

てしまっているわけで。 

【会  長】できるだけ小菅委員のおっしゃったように、目的外利用に絞っていただいてご意

見をいただければもちろん幸いでございます。ただ、それに関連して、どうしてもこうい

うことがあるんじゃないかというご意見もおありでしょうから、それも無視できないので、

若干お尋ねをしていただいてきたということはご理解いただきたいと思いますね。 

  大体状況はわかりましたから、目的外利用について、主に意見をいただくようにご努力く
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ださい。 

  はい、どうぞ。 

【森岡委員】私、新宿区はかなり外国人の数もかなりのウエートを占めているんで、全体の調

査の対象としては、これぐらいの人が関係しているという意味では、国籍があってもいい

んではないかというふうに思います。 

【会  長】はい。 

【かわの委員】すみません、あえて言います。必要であれば、国籍は別にだめだと言っている

わけじゃないの。なぜ国籍が必要なのかというのが、まだもう一つ私に理解できる説明を

いただいてないんで、そこをちゃんとわかるように説明してほしいということなんですよ。

国籍を出すことはおかしいと言っているんじゃないですよ、僕は。 

  なぜ国籍が必要なのか。例えば、国別によってどんな意見があるかということをちゃんと

知りたいから必要だというんだったら、それはそれでいいですよ、それはそれで。しかし、

そういう感じでもないし、なぜ国籍が必要なのか、あえて。 

  在留資格はわかりましたよ。永住者と特別永住者だけを対象にするから、永住資格は必要

ですと、これはわかりました。なぜ国籍が必要なのかというのはもう一つわからないんで、

ちょっとこだわっていますけれども、すみません。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【企画政策課長】最終的に、この国籍がどうのというのは考えておりませんが、この区民討議

会にご参加いただいた方、どういう方を対象にどういう抽出をして、結果としてどういう

国籍別でいうとですね、参加したかというのは、１つの今後、この意見の内容を受けとめ

るときにぜひとも必要だということで、国籍ということを出させていただきました。 

【副会長】いずれにしろ要るんだろうということは何となく、まあいいとして、これだけ意見

が出ているんですから、扱いに気をつけていただいたらどうでしょうかね。 

  例えば、ちょっとよくわからないんですけれども、参加された場合は、外国人の意見とし

て、どうやるのか知りませんけれども、少なくとも外国人の意見が欲しいんであれば、外

国人の意見として発言してもらうこともご了解いただきたい、何とかですね、外国人とし

て扱わないといけないことだけ外国人として扱えばいいんで、そうでない、要するに住民

としてですね、住民という概念には、外国人だろうと日本国籍だろうと関係ないわけです

から、そこらを本当の住民として扱えばいい場合には、もうそこは問題にしないで、外国

人としての意見を聞きたいときは、外国人の意見として聞くんだろうと思いますけれども、
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そこらをよく、これ、どういうテーマを扱われるかわからないので、具体的には言えませ

んけれども、これだけ意見が出ているんですから、外国人の方が出やすいというかな、形

にしておやりになったほうが、そのためにこの国籍をお使いになるというのは、どこの国

というのか、外国人と表現されるのか、そこらもお考えいただくところだと思いますけれ

ども、なるべく抵抗のないようにおやりになったらどうでしょうか。すみません、その程

度。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【久保合介委員】小菅さんが言われるの、もっともなんですけれども、しかし、この２ページ

にしても、自分がかかわった審議会の文書として確立するんです。そこに自分から見て完

全に間違いだというものを僕は認めるわけにいかないから、時間かかってもやむを得ん。

時間かけるのは向こうが悪いんだと僕は思っていますけれども、最後にもう一度だけ言わ

せていただきますけれども、やっぱりあいまい過ぎるね、皆さん。 

  直された文章を読むと、ますますおかしくなる。「サイレントマジョリティーを含む」、

サイレントマジョリティーってどういうことかちっとも認識してない。ある問題について、

僕はサイレントマジョリティーになるんですよ。１人の人間がサイレントマジョリティー

であることもあるし、そうでないこともある。サイレントマジョリティーという部分が独

立して確定しているわけじゃない。この文章を読むと、サイレントマジョリティーという

のが新宿区30何万の間に５万いるとか、10万いるというふうになってしまう。 

  だから、もう少し認識して、もうこれ以上ごちゃごちゃ言ったらかわいそうだから言わな

いけれども、サイレントマジョリティーというのは、こういう認識で取り扱っては絶対に

いけないんだということだけ申し上げて、どうしても、ドイツで始まった市民討論会とい

うのが、サイレントマジョリティーと呼ばれている声をなかなか出さない人たちの意見を

何とか聴取したいというやる方法だと、ドイツから生まれてきたわけで、みんなこういう

ことをやり出した、まだ新しいんだけれども、でも、やっぱり自分たちはっきりわけのわ

からない言葉を使って区民に出してはいけませんよ。 

  だから、さっきよりはいいけれども、もう少し考えてくださいよ。間違ったものを出して

もらいたくない。それだけだ。小菅さん、悪いけれども。これで僕はいいです、意見だけ

言わせてもらったから。 

【会  長】大変重要な議題ですから、時間をいただいて、議論をいただきました。 

  我々の委員会としては、この諮問は認めると、一応。しかしながら、幾つかの問題提起が



－１５－ 

ありましたので、問題に対する配慮は、課長さん、あなたにお任せしますから、というこ

とでいいんじゃないですか。課長にお任せすると。というのは、こうやっていろいろ意見

を生で聞いていただいたでしょう。各委員のご意見を今、生で聞いていただいたわけです

から、後でこういうことをやらなければならんとかいうの、おわかりになると思うんです

ね。ですから、そういう対応は課長さんにお任せしますということでいいんじゃないです

か。 

【企画政策課長】本日いただきましたご指摘等をきちんと踏まえまして、しっかりと対応して

まいります。 

【会  長】ということで、いかがですか。よろしいですか。 

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

【会  長】では、そうさせていただきます。 

  では、どうもご苦労さまでございました。どうもありがとうございました。 

  では、資料67にまいります。「次期全国消費生活情報ネットワークシステム（ＰＩＯ－Ｎ

ＥＴ）の導入に伴う電算開発及び外部結合について」でございます。 

  では、どうぞ、担当課長さんからご説明いただきます。 

【消費者行政担当副参事】消費者行政担当副参事の村上です。 

  それでは、お手元の資料67に基づきまして、概要の説明をさせていただきます。 

  このたび消費者庁の設置に伴いまして、現在も既にこのＰＩＯ－ＮＥＴですね、情報シス

テムのほうを導入、稼動させていただいているところでございますけれども、今回、その

消費者庁の設置にあわせてリニューアルをするということでございます。そのリニューア

ルに当たりまして、今回、電算開発、それと改めて外部結合という形になりますので、再

度お諮りをするという案件でございます。 

  おめくりをいただきまして、事業の概要は、こちら記載のとおりでございますが、昨年度

3,596件の相談を我々お受けしておりまして、これは現在は月１回から２回のバッチで国に

電送させていただいております。このたびの開発によりまして、それをほぼオンラインで

出入りバッチ、前日の情報を翌日にはお送りできるように迅速な一元化をして、情報共有

することによって、拡大する被害を食いとめようと、こういう目的のために構築するシス

テムでございます。 

  もう一枚おめくりをいただきまして、電算開発の部分でございます。今回のＰＩＯ、ニュ

ーＰＩＯですけれども、項目につきましては、本日資料をおつけしてございまして、次期
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ＰＩＯ－ＮＥＴ入力項目一覧というのをおつけしてございます。こちらが３枚ございまし

て、すべて情報が項目立てになっておりますが、４枚ですか、失礼しました。メモ欄まで

入れて198項目ございます。この中で、一番左側に○がついてございます部分がニューＰＩ

Ｏ、新規、新たに設定された項目でございます。真ん中の表示が暗号化項目ということで

ございまして、これは個人情報の対象項目になってございます。右側に非電送項目という

項目立てがございまして、これは自治体が各自治体の判断によりまして個人情報を国にお

送りする、それともお送りしないという判断ができるように実はこのシステムなってござ

いまして、新宿区は送らないという方針をとっております。したがいまして、こちらの一

覧表の中で、暗号化の項目イコール個人情報になりますが、私どものところは非電送項目

ということで、お送りをしない項目ということでマーキングをさせていただいております。 

  お戻りいただきまして、資料の３ページ目でございます。電算の開発。記録項目は、今、

ご説明をさせていただいたとおりでございます。 

  記録するコンピューターは、国から配備されるパーソナルコンピューター、これは２月の

下旬ごろに仮設置というふうな段取りになってございます。 

  開発、変更の目的でございますが、このたび新システムを国が一括で入れかえるというこ

とがありまして、このシステムを導入させていただくものでございます。 

  １枚おめくりをいただけますでしょうか。 

  あわせまして、外部結合でございます。このシステムは、何よりも先ほどご説明しました

とおり、全国のネットワークの中で被害情報を迅速に把握し、被害を食いとめるというこ

とが大きな目的になってございまして、全国的なネットワークをこのシステムによって構

築をさせていただくと。いわゆる国民生活センターのほうのサーバーに被害の情報を日々

お送りをするというようなことがメインの目的になってございます。 

  記録項目は、先ほどご説明させていただいたとおりでございます。 

  結合の相手は、このシステムの運用所管が独立行政法人国民生活センター、結合する理由

は記載のとおりでございます。 

  形態は、専用回線を現在も使用してございますが、これを使って、引き続きやりとりをさ

せていただくと。 

  結合の開始時期と運用の開始でございますが、22年の３月の下旬を予定してございます。

年度内には稼動したいというのが国のほうの説明になってございます。 

  情報保護対策といたしましては、１番から７番までが私どものほうで行うセキュリティー
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でございます。暗号化であるとかファイアウォール、そういった対応をきちっととりまし

て、セキュリティーを守っていきたい、遵守したいというふうに考えてございます。 

  なお、データセンターのほうで行う措置としましては、ユーザーＩＤ、パスワードによる

利用者チェック、ファイアウォールによる外部侵入の阻止、こういったことをきちっと対

応させていただいた上で結合させていただきたいというものでございます。 

  非常に雑駁ではございますが、私からの説明は以上でございます。 

【会  長】ありがとうございました。 

  どうぞ、ご意見ございましたら、どうぞ、発言をお願いします。 

  はい、そうぞ。 

【川村委員】川村です。 

  基本的なところから、ちょっとわからないところもあるのでお伺いしたいんですけれども、

この情報保護対策のところで、データセンターで行う措置というところが出ているんです

が、これは、この国民生活センターが中央で持っているサーバーとの関係のデータセンタ

ーということなんですか。それとも、何か具体的には、ごめんなさい、どこなんですか。 

【消費者行政担当副参事】このデータセンターは、国民生活センターのサーバー管理している

データセンターでございます。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【川村委員】わかりました。 

  それで、そうすると、ここで書かれているところで言いますと、情報保護対策の中で、４

番でシステムを操作する職員というのは、これは実際相談業務に当たられている非常勤の

方ということなのか、それとも、そのほかに職員の方が何らか当たるような、こういう内

容を送る方がいらっしゃるのかということが１つと、あと６番の個人情報を暗号化すると

いうことですが、これは入力と同時にシステム的に暗号がかかるような形になっているの

かどうかということですね、そこら辺を確認したいと思います。 

【会  長】はい。 

【消費者行政担当副参事】消費者行政担当副参事です。 

  システムの運用の職員の件でございますが、これは専門相談員と電送を担当する区の常勤

職員両方でございます。 

  それから、情報については、共有端末に記録する情報は個人情報で、格納した段階でこう

いう措置が講じられるというふうに説明を受けております。 
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【会  長】はい、どうぞ。 

【川村委員】そうすると、説明を受けるということは、新たな専用のパソコンというのを国が

配置する、そのパソコンがそういうもう、ソフト上にそういうものがもう装備されている

ということの理解でよろしいわけですね。はい。わかりました。 

  以上です。 

【会  長】いいですか。ありがとうございました。 

  どうぞ。 

【赤羽委員】赤羽です。 

  これは、パソコンというのは、例えば国から無償貸与、何台なんですか。 

【会  長】はい。 

【消費者行政担当副参事】消費者行政担当です。 

  私どものセンターは６台ちょうだいする予定です。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【赤羽委員】例えば、今までだと、消費者生活センターにご相談に行くと、対面しながら、い

ろいろメモをとっていたという状況ですけれども、例えば今回６台というと、それぞれ相

談員に１人１台という形で配備されて、現実にヒアリングというのかしら、被害者の方

等々のヒアリングはもうすぐに、紙なんかに書かないで、パソコン入力するようなイメー

ジなんですか。どうなんでしょうか。 

【会  長】はい。 

【消費者行政担当副参事】消費者行政担当です。 

  現実的にはメモをさせていただいて、それから整理をして、入力するという作業に変わり

はございません。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【赤羽委員】そうなると、やっぱり今までの、ここにも保護対策の中で、やはり職員の方の研

修をやっぱりある程度入念にやっていただく、これ、もちろん副参事からもお話がありま

したけれども、情報がだからかえって倍増するというか、実質的には。危険の危険度がば

らまかれるみたいな、拡散する部分もあるので、その辺もきちっとお願いしたいなと思い

ます。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【消費者行政担当副参事】ご指摘いただきました点につきましては、十分留意をして運用させ



－１９－ 

ていただきたいと思います。 

【会  長】はい。 

【鍋島委員】これは、私も相談員だったんですけれども、今までは東京都に送って、東京都か

ら国民生活センターに送っていたんですね。だから、そこで漏れるのが防げるんですね、

逆に。直ですから。それから、このシステムが昭和53年から国民生活さんがやっていまし

て、それで私たちも随分心配していたんですけれども、一度も漏れた事故がないんです、

さすがに。それで、私たちこれやったら首になりますから、必死でもうそれは守っており

ますので、相談員はもうちゃんと誓約書やなんか全部あれして、それ、あなた首になりま

すよと言われて育っていますので、それ以外の方が触らなければ、今までどおり、53年で

すかね、事故はないんじゃないかなという気はあります。でも、厳しくはしたほうがいい

と思います。 

【会  長】ほかにございませんか。 

          〔発言する者なし〕 

【会  長】では、この項目に対しては承認ということでよろしいですか。 

          〔「はい〕と呼ぶ者あり〕 

【会  長】どうもありがとうございました。どうもご苦労さまでした。 

【消費者行政担当副参事】ありがとうございました。 

【会  長】はい、どうもありがとうございました。 

  それでは、資料68にまいります。「地球温暖化対策事業参加者の募集用入力フォームの開

発について」でございます。 

  担当課長さんからご説明いただきます。どうぞ。 

【環境対策課長】環境対策課長です。 

  では、私のほうから地球温暖化対策の参加者募集の入力フォームの開発についてご説明い

たします。 

  事業の概要の事業内容の部分をごらんいただきたいと思います。 

  区が現在、実施しておりますが、そこに３つ事業が掲げてありますが、地球温暖化対策事

業の参加者を区のホームページ上から入力するという入力ホームで募集することをしたい

ということで、これまでファクスや郵送で提出されていた、このファクス、郵送は今後も

続けますが、ファクスや郵送で提出されていた各事業の参加申請書をホームページ上で入

力することによって、申請者の利便性の向上を図り、一層の参加者の増加を目指したいと
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いうものでございます。 

  事業といたしましては、新宿ライトダウンキャンペーンでございます。これは、夏至の日

６月21日と七夕の日、７月７日の８時から10時、夜ですが、８時から10時までの２時間の

間に照明、ネオン等の消灯を呼びかけるものです。参加者は個人でも事業者でもいいとい

うことで、これで我々は電気の削減をベースにして、ＣＯ2の削減がどのくらいあったかを

簡易算定いたしまして、公表しております。 

  また、新宿打ち水大作戦ということで、これも７月から９月までの間に区内のいろいろな

団体、個人等々に打ち水を呼びかけまして、ヒートアイランド現象を緩和して、エアコン

等を使わないようなものにしていきたいということで、この参加募集もこのフォーマット

を通じて行いたいというものです。 

  ３つ目のストップ温暖化新宿大作戦、いわゆる新宿エコ隊でございますが、これは区内の

さまざまな省エネ活動、家の中で電気を小まめに切るとか、さまざまそういうチェックシ

ートがあるんですが、それを提出していただいて、新宿のエコ隊、新宿のエコ隊長は区長

でございますが、エコ隊として登録していただいて、区内のＣＯ2削減に寄与していただく

と。今後は区外で植林等するというようなことも考えておりますが、そういうものをやっ

ていくために、新宿エコ隊を大きく募集していきたいということで、これもフォーマット

を通じて募集したいと考えているものです。 

  ２の処理概要でございますが、下記の項目を募集用入力フォームによって受信するという

ことで、これにはいろいろ項目がありますが、全部入力しなくても、入力できる範囲で入

力してもらって送ってもらえばいいというスタンスであります。 

  新宿ライトダウンキャンペーンの場合は、個人・家庭の場合は、氏名、住所、電話番号、

ニックネーム、消灯日、消灯時間、照明の本数、照明のワット数、事業者・団体もほぼ準

じておりますが、事業者名とその会社の担当者名、電話番号、ホームページＵＲＬ等々で

ございます。 

  新宿打ち水大作戦は、個人・家庭の場合は、氏名、住所、電話番号、実施日、ニックネー

ム、事業者の場合は、事業者名、担当者名、電話番号、ホームページＵＲＬ、実施日です

ね。 

  ストップ温暖化新宿大作戦の場合は、個人の場合は氏名、住所、電話番号、ニックネーム、

ＣＯ2削減チェックシート、エコ宣言、事業者・団体の場合も、ほぼ準じたものを入力して

もらって送ってもらいます。 
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  ちなみに、21年度の実績でございますが、新宿ライトダウンキャンペーンは1,154件ほど

ございました。 

  新宿打ち水大作戦は、団体で40件ほど、これ、人数換算が非常に難しいんですが、我々と

しては、この団体でこの程度の人数ということで、約9,500人というふうに推計しておりま

す。 

  ストップ温暖化新宿大作戦、これはどんどん人数をふやしていくもので、現在、600人ほ

どになっております。我々としてはもっとふやしたいというふうに考えております。 

  次のページ、３ページでございます。 

  地球温暖化対策事業参加者の募集用入力フォームの開発について、個人情報保護条例の中

で、これを電算化するというところで、この審議会への諮問が必要になってくるというこ

とでございますが、担当課は環境対策課でございますが、登録業務の名称は、先ほど申し

上げました新宿ライトダウンキャンペーン登録業務、新宿打ち水大作戦登録業務、ストッ

プ温暖化新宿大作戦登録業務でございます。 

  記録される情報項目でございますが、個人の範囲は、この事業ですね、地球温暖化対策事

業に協力する区民もしくは区内の事業者、事業者の担当者名まで入れていただくというこ

とです。 

  ２の記録項目ですが、区民の場合は、氏名、住所、以下、先ほども説明したようなことで

ございます。事業者の場合は、事業者名、以下記載のとおりでございます。 

  記録するコンピューターは、ホストコンピューターで、情報政策課のコンピューターでご

ざいます。 

  この開発の理由は、何回か申し上げておりますが、この事業の参加者を募集し、より申請

者の利便性を図ったものでございます。 

  この開発の内容でございますが、新宿区の公式ホームページ、地球温暖化対策事業のペー

ジに募集用の入力フォームを作成します。各事業参加者から送信された個人情報は環境対

策課のＩＴ担当アドレスに送信されます。送信データをもとに参加状況や参加者名、個人

はニックネーム、事業者は事業名を取りまとめ、各事業のホームページにおいて公表する

ものです。 

  開発の時期等は、ことしの４月ごろを予定しております。 

  以上でございます。 

【会  長】ありがとうございました。 
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  どうぞ、ご質問してください。 

  はい、どうぞ。 

【久保合介委員】新規開発・追加・変更の理由というのが真ん中にあるんですが、この３つの

事業のうち、エコ隊員のほうは募集する、わかりますね。ただ、ライトダウンと打ち水大

作戦については、コンピューターを使おうが何だろうが、人数を把握するって非常に難し

いと思うんだけれども、その辺はどういうふうに考えていらっしゃるんですか。 

【環境対策課長】我々としては、新宿区内でどれだけのライトダウンをやっていただいたか、

打ち水をやっていただいたか、これをできるだけ把握して、それでどれだけの成果が上が

ったかということを調べたいんですが、確かに委員ご指摘のように、実際に把握するとい

うのは非常に難しいんです。ですから、今までもファクスで申請書を書いていただいて、

送っていただいて、それを一覧表にしまして、どのくらいやったというのをチェックして

やっていたんですね。今度は、それをより参加を広げる、特に事業者はファクスよりもホ

ームページから入力したほうがいいということなので、そういうやり方も含めて把握した

いというふうに考えているんで、実際の把握、名前をちゃんと書いてもらった人は一覧表

で把握できます。 

  ただ、打ち水大作戦みたいなものは、例えば町会単位で参加していただけるんですが、町

会の中で、では何人が参加したかというと非常に難しいので、この辺は概算で推計させて

いただいております。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【久保合介委員】本当難しいだろうとは思います。奥さんとだんながやったとか、子どもが入

ったとか、３人になったり、１人になったり、それは難しいことだけれども、ご苦労さん

ですが、一番聞きたかったのは、最初にある個人の範囲という、事業に協力する区民と書

いてあるんだけれども、これは新基本構想で定義された区民と考えていいですね。住み、

働き、学び、活動する人々、新宿区内で。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【環境対策課長】環境対策課長です。 

  これ、区内の参加状況を我々は把握したいというふうに考えています。ですから、区内で

事業をやっている方は、その事業所が例えば電気を消してくれれば、それは把握できるん

ですが、その人が例えば自分の住んでいる新宿区外に行ってやったのでは意味がないので、

区内で活動する区民という定義で押さえております。つまり、それを、ライトダウンをや
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ったり打ち水をやる場所が区内であるということを前提にした参加者というふうにとらえ

ております。 

【久保合介委員】会長、悪いですね、時間ないのにね。だけれども、やっぱりこれからの行政、

新宿行政大変だと思う。新基本構想を作って、自治検の今の基本条例の中でも最大の問題

なんだけれども、区民をどういうふうに把握するのか。基本構想で決めた区民をそれぞれ

の所管がそういうふうに定義づけたものでやっていくのが本当は普通なんだけれども、そ

の都度、これは住民なのか、区民なのかと。そのときに、区民というのは、ここではっき

り区民というのは何なのかといったら、実際には住民票を持っていなくたって区民と認定

するんでしょう。それだけはっきりさせてください。 

【会  長】はい。 

【環境対策課長】住民票を持ってなくても、区内で活動される方は区民というふうに認定した

いと思います。 

【久保合介委員】はい、結構です。 

【鍋島委員】前、これ、うちの団体でも随分団体で協力したんですけれども、今度、ファクス

や郵送で提出していたのをホームページで入力するというと、うちの団体、できない人も

随分といるんですけれども、それで、２ページには、記録のところ、Ｅメールアドレスと

かメールアドレスが書いてないんですけれども、処理概要に。それで、突如３ページには

出てくるんですけれども、その辺のところを教えてください。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【環境対策課長】環境対策課長です。 

  １つ、ファクスとか郵送は今後も続けます。ですから、ホームページから入力するように

なっても、ファクスと郵送による参加ということは問題はありません。 

【鍋島委員】このＥメールは…… 

【環境対策課長】Ｅメールの場合、それは今まではホームページ上のがなかったので、Ｅメー

ル等…… 

【鍋島委員】処理概要のところに漏れたのかしら。 

【環境対策課長】Ｅメールアドレスに関しましては、これまでの申請書にもありましたので、

ちょっと概要のほうに抜けたというふうに考えていただければいいと思います。はい、す

みません。 

【会  長】はい、どうぞ、ひやま委員。 
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【ひやま委員】すみません、お聞きしたいんですけれども、新規開発・追加・変更の内容の３

番目、参加状況や参加者名を取りまとめ、各事業のページにおいて公表する。個人はニッ

ックネームとございますよね。収集においては、氏名とニックネーム、できる範囲で入力

ということになっておりますが、これ、氏名もしくはニックネームなんですか。氏名は絶

対入力させるんですか。その辺がちょっとわからないんですが。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【環境対策課長】これ、できる範囲で入力していただくということで、我々としては、氏名、

住所は書いていただいて、区内で確実にそういう参加をしていただいているということを

把握したいと思っているんですが、もしそういうところが抜けてきたとしても、一応受け

付けるというスタンスであります。 

  ニックネームに関しては、ホームページ上で参加した人を公表してアピールするんですね。

そのときに個人名を出してしまうと困る方がいらっしゃるので、ニックネームをいただい

ているということでございます。 

  ですから、必ずしも書いてなくても我々としては受け付けるんですが、ただ、例えば全然

何も、住所とか名前も全部書いてないとなると、非常に信憑性が薄くなってしまいますの

で、それはちょっとカウントできないというふうになってしまいます。 

  新宿エコ隊の場合には、これはエコ隊通信というのを後で発信したり、エコ隊員証を出し

たり、今後、植林等々への参加等も図っていくということで、これは参加に氏名、住所は

必要というふうに考えております。ちょっと事業によって若干要件が違うところがござい

ます。 

【会  長】ちょっと、赤羽委員…… 

【鍋島委員】関連ですけれども、そうすると、これは私もよくホームページから入れるんです

けれども、必要項目を入れないと、次に行って送信できないんですよね。そうすると、こ

の全部が必要項目になるわけではないんですか。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【環境対策課長】それは、全部入れないと送信できないということではありません。入れられ

る範囲で入れてもらえば送信できるようなものにします。 

【会  長】赤羽委員、お待たせしました。すみません。 

【赤羽委員】こうした電算開発、つくっていくということで、この諮問かかっていると思うん

ですけれども、例えばね、今まで過去に、例えばライトダウンキャンペーンなんか過去２
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回やりましたよね。そうした過去のデータというのは、例えば今回、この諮問が通って、

資料として例えば電算化されるんですか。それとも、これは、いわゆる今、この委員会に

かかったこれから以降の話で、どうなんでしょうか。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【環境対策課長】環境対策課長。 

  過去のデータは、ファクスないしは郵送でいただいております。それは、簡単に言えばエ

クセルデータで集計されております。それは、別に本人が同意の上で出していただいてい

るもので、この審議会にかけるとかそういうことではなくて、今回はフォーマットの募集

入力フォームの開発、そういうものを開発してやるということで、この審議会に諮問して

いるというもので…… 

【環境対策課長】過去集計したデータは利用します。もともとがエクセルで集計していますの

で、普通のパソコンの中に入れてあります。一体化ではないです。 

【会  長】私、かつて逗子の自治基本条例をつくるのにかかわったことがあるんですが、そ

のとき、起草委員を公募したんですね。７名の起草委員を。そうしたら、７名のうち夫婦

２人と、その夫婦のお子さん３名、３名で委員になりたいと来まして、７名だけしか希望

者がいなかったんです。７名のうち３名は夫婦と子どもでして、それで、そういう夫婦と

子どもの場合はどちらか外すなんていう規約つくってなかったんですよ。ですから、結局、

３名とも委員になってもらったという経過がありました。 

  こういう場合、区内の事業者が委員として協力するとありますけれども、そういうふうな、

ございませんですか。 

  はい、どうぞ。 

【環境対策課長】いわゆる夫婦等で２人申請するとかいうことではなくて、家庭は１世帯とし

て申請していただくという形をとっております。 

【会  長】ああ、１世帯でですね。ああ、なるほどね。 

【環境対策課長】たまたまお２人が申請してしまったというような場合は、我々がデータを整

理するときに調整、お願いして、１つにまとめるとか、そういう作業もできる範囲の中で

やっております。 

【会  長】わかりました。 

  ほかにございましたら、どうぞ。 

  はい、どうぞ、林委員。 
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【林委員】確認したいんですけれども、この事業の課長のところに説明されているここの事業

に限ってのあれなのかどうか、先ほど久保委員からもご質問あったんですけれども、定義

が難しくなるねというその区民のあれで先ほど言われたのは、すべての区内で活動、活躍

する人すべてをと、こう言われたんですけれども、そうすると、ちょっとほかの整合性か

らいくと、この数字だけが分母が、母集団がふえてしまう可能性あるんですけれども、公

表されるような、結果でいろいろに公表されると思うんですけれども、要するに、普通は

っきり分けているのは、住む人、働く人、学ぶ人、遊ぶ人っていっぱい新宿区にはいると

思うんですけれども、33万人というような形で公表ありますよね。それが、例えば極端な

ことを言うと50万人ぐらいになってしまうようなあれがあるんですけれども、私が教えて

もらいたいのは、区民というのは、活躍する人は全部言うんですか。今言ったような学ぶ

学生も、要するに周りの近県からここへ見える方もほとんどおられますよね。そういう方

もここに申請してあれすれば、全部区民と見る、区民の声として公表されるんですか。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【環境対策課長】我々のこの目的というのは、区内のＣＯ2をいかに減らしていくか、省エネ

を図っていくかというところにありますので、区内で住んでいる人、家庭で使っている電

気等、そういうものを削減していこう、また区内で事業を営んでいる人、その会社でいろ

いろな電気等使っておりますね。そういうものをできるだけ少なくしていく。そういうも

のをできるだけ省エネ化していこう、電気を少なく使っていただこうということで、この

事業をやっておりますので。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【林委員】それはもちろん趣旨はわかるんですけれども、根底になる区民とはというところ、

先ほど言われたのは区で活躍する人すべてをということだったんですけれども、昼間、例

えば新宿区は60万から100万人いたとしますよね。夜になると、中央区の例じゃないですけ

れども、ぐっと減って、例えば30万人になってしまうだとか、そうすると、そこの基本的

なあれでもって分けなくて、一緒くたにあれなんですか。それとも、要する新宿区全体と

してこれだけの削減効果が、エコ効果がありましたというようなことだから、だからどう

してもその定義上、区民というのは、新宿区に日中活動されるという形にとらまえていく

んですかね。そういうことですか。 

【環境対策課長】これの趣旨というのは、新宿区で活動して、新宿区で電気等を使って、結果

的にＣＯ2が発生するということでとらえたいということなので、新宿区で活動する、住む
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人、働く人、場合によれば遊ぶ人等も、区で活動する…… 

【林委員】区に関係する人。 

【環境対策課長】そうですね。ただ、どうしても登録していただくとなると、やはり住所とか

事業所の位置がはっきりしていないと、我々もとらえられないので、実際に登録できる人

というのは、やはり事業所があるとか、つまり事業所で、そこで働いているとか、住まい

があるとか、そういう形でないと、把握ができないという意味では、そういう事業所で働

いているとか、住所があるということに…… 

【会  長】はい。 

【林委員】そうすると、いずれにしろ、瞬間的には区民がふえるわけですね。わかりました。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【副会長】入力まではいいんですけれども、何に利用するのですか。例えば、この名前を公表

して、こういう事業所がありますよ、個人こうやってて、統計的に何箇所とかというのは

オーケーとして、数字的な概数とかそういうのはいいんですけれども、この集めた個人情

報が区内で処理されるだけじゃなくて、またさらにどこかで公表されるということは想定

されているんですか。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【環境対策課長】これ、ちょっと事業によっても若干違うんですが、例えばライトダウンキャ

ンペーンは、その日に電気を消してくれる方の名前とか住所等をいただくということで、

我々はそれをベースにして、その日にどれだけ電気が削減できたか、結局それがＣＯ2換算

するんですが、何トンのＣＯ2が削減できたかという簡易算定を、我々はそれをする、そう

いうために個人情報というかそういうもの、根拠が区内の住民が、区内で活動している人

がやっているということのために必要です。 

  それと、後で参加した人を公表します。事業者の場合は、これに参加することによって、

事業者としてそういう活動に参加しているというＣＳＲみたいなアピール効果ですね、そ

ういうものがある。 

  ただ、個人の場合は、個人の場合も参加を我々としてはこれだけの人が参加しているよと

いうのをアピールしたいので、公表したいんですが、個人名を直接出してしまうといろい

ろ問題があるので、その場合にはニックネームで参加アピールをしているということです。 

  それは打ち水大作戦もほぼ同じなんですが、ストップ温暖化新宿大作戦の場合は、今後、

区内のＣＯ2削減に加えて、区外で例えば今、伊那市とカーボンオフセット事業といって、
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伊那市の森林を整備しているんですね、間伐をやったりしています。今度は植林をしてい

ただこうと。植林に参加していただくに当たって、呼びかけるのを新宿エコ隊の方に呼び

かけようというふうに考えておりますので、そういう意味でも、住所等いただいて、それ

で今度植林がありますので、参加しませんかと。区外で植林をして、ＣＯ2吸収アップを図

りませんかというようなことを考えておりますので、そういう活用もしたいというふうに

考えております。 

【会  長】ありがとうございます。 

  はい、どうぞ。 

【林委員】それに関連しますけれども、先ほどの久保委員からのとおりの本当に難しい問題が

皆さんあるんだろうと思うんですけれども、瞬間的にこの事業のために純然たる区民って

何なんだという話で、区民どんどんふえていくと思うんですよ。現在、30数万人の人が、

極端なことを言えば、50万、100万ぐらいにですね、ある事業のときは100万、ある事業の

ときは50万で、それが新宿区の区民の声で公表されて、何か分ける方法というのはないん

でしょうかね。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【環境対策課長】区民の声というより、それで活動していただいて、それでどれだけＣＯ2を

削減したかという形で公表いたしますので、区民の声というか、区内でどれだけＣＯ2の削

減活動、省エネ活動をしてもらったかという実績として公表する、そういうことでござい

ます。 

【林委員】区民に余りとらわれないほうがいいんですね。 

【環境対策課長】そうですね。ここで活動、新宿って非常に事業活動とかが多いですので、非

常にＣＯ2等も出ますので、そういうものをみんなで削減していこうという趣旨で。 

【会  長】はい。 

【林委員】ここに区民って、まず我々区民なもんですから、我々区民の家庭、一応ここに住ん

でいる区民が余り関心がなくて、むしろ事業者とか学校とか、ほとんど都外から例えば通

学通勤している人も多いと思うんですね。そういう人たちのほうが一生懸命やって、では

我々区民の成果というのはどこにというような、何となくちょっと釈然としなかったんで、

よくわかりました。 

【会  長】その際、参考にしていただきたいのは、我々住民、情報公開条例の中での区民と

いうのは何かというは定義したでしょう。住所を有する者とかね、利害関係を有する者と
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か、それから学校に通学している者とかいったように分けたですね。それとの関連性をあ

る程度持たせていただければと思います。 

【環境対策課長】その辺は、確かに区民の考え方、非常にそういう意味だと難しくなってしま

うんですが、我々としては、区内の事業活動のときに、できる限り省エネ活動に励んで、

ＣＯ2削減をしていこうということなので、そういう意味では、我々としては、ある程度区

民を広くとらえたんですが、現実のところとすると、区内でＣＯ2がどれだけ削減できたか、

電気がどれだけ削減できたかというのを算定する場合には、やはりある程度一定のはっき

りしたものがないと、ちょっと算定の基礎がわかりませんので、事業所とか住所とか、そ

ういうものをいただくということでやっております。 

【会  長】課長さん、４時まではもうあと時間が余りないですね。このまま続けていくか,

それとも区長さんの時間にあわせて中断してやりますか。 

【区政情報課長】いえ、実はちょっときょう、急な区長は所用ができまして、副区長が参りま

すので、かわりにちょっとあいさつをさせていただきます。これが終わり次第ということ

で。 

【会  長】終わり次第ですか。 

【区政情報課長】はい。お願いいたします。 

【会  長】終わり次第、では副区長さんのごあいさつだそうですけれども、わかりました。 

「地球温暖化対策事業参加者の募集用入力フォームの開発について」でございますけれど

も、これは諮問事項でございます。承認するかどうかということで、承認するということ

でよろしいですか。 

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

【会  長】ありがとうございました。 

  では、資料69にまいります。どうも課長さん、ご苦労さまでした。どうも。 

  資料69「災害共済給付に係る外部結合について」でございます。 

  どうぞ、担当課長さん、よろしくお願いします。 

【学校運営課長】学校運営課長でございます。それでは件名、災害共済給付に係る外部結合に

つきまして、これは学校部分のところでございますが、ご説明をさせていただきます。 

  ２ページ目をごらんいただきたいと思います。事業の概要でございます。 

  事業名は災害共済給付、目的といたしましては、この災害共済給付の申請事務の効率化で

ございます。 
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  対象者は、幼稚園、子ども園、小・中学校及び特別支援学校に在籍する児童等１万2,000

人でございます。 

  事業内容でございますが、災害共済給付制度、これにつきましては、学校の管理下におい

て児童・生徒にけがなどが生じた場合に、それに伴う医療費等を保護者に給付する公的な

制度であり、現在、独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営を行っているものでご

ざいます。平成20年度現在での全国での加入状況でございますが、小学生のうち99.9％、

中学生は99.8％、幼稚園児で81.3％がこの制度に加入しているものでございます。 

  この災害共済給付につきましては、センターへの申請は従来、書面、紙によって行ってい

たものでございます。これに関しては、給付事務の効率化、あるいは送金事務の迅速化等

を目的に、日本スポーツセンターのほうで平成17年度から電子による申請システムを導入

しております。このシステムの導入状況でございますが、平成20年度現在、全国では

78.7％、都内におきましては37.8％と、全国と比較すると低い状況でございますが、特別

区につきましては、平成22年１月、ことし１月の時点で10区が導入をしているものでござ

います。この４月に新たに１区導入をする予定ということで伺っております。 

  本区の申請システム導入につきましては、センターから再三、早期導入の要望を受けてお

りましたが、書面による申請でこれまで行ってきたものでございます。しかしながら、紙

による申請は、その件数の減少に伴いまして、送金時期が遅くなるなどの状況が発生して

おります。このたび各学校におきましてイントラネットシステムを導入することから、各

学校における本件の実務担当者である養護教諭に対してもパソコンが貸与され、申請シス

テムによる処理が容易な状況となったために、導入を行うというものでございます。 

  ３ページ目をごらんいただきたいと思います。 

  結合される情報項目でございますが、被災した児童・生徒の氏名、及び振り仮名以下学年

等、こちらに記載のある項目につきましては、これまで紙による災害報告書、この中に記

載をされている項目でございます。 

  結合の相手方は、独立行政法人日本スポーツ振興センター。 

  結合する理由でございます。２点ございます。 

  １点目は、保護者への給付金支払いの迅速化でございます。これにつきましては、恐れ入

ります、４ページ目をごらんいただきたいと思います。 

  ４ページ目に現行の事務処理の流れがございます。５ページ目がこの申請システムを導入

した後の事務の処理の流れとなるものでございますが、現行の事務処理の流れといたしま
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しては、その月に発生した災害の状況につきましては、この中央部分、設置者、これは学

校運営課が担当しているものでございますが、翌月の５日までに私どものほうに各学校か

ら報告がございます。そのいただきました報告をもとに、その月の、つまり災害が発生し

た翌月の10日までに日本スポーツ振興センターのほうに各学校別の内訳書等をつくりまし

て、送付をしているものでございます。これに基づいて、日本スポーツ振興センターにお

いては事務処理を行いまして、翌々月の上旬に私どもの指定する口座へ入金がされるとい

う流れでございます。その入金に基づきまして、私どもが各学校指定の口座へ振り込みを

するというのが従来のやり方です。 

  これが新システム、申請システムを導入後はどのように変わるかと申し上げますと、それ

ぞれの学校で災害が発生した場合に、その内容につきましては、直接日本スポーツ振興セ

ンターのホームページ上から入力をしていただくというものでございます。なお、各学校

は、医療費等の状況、これは従来出していだいておりました、各医師が内容等、点数等を

記入するものでございますが、これにつきましては、災害発生の翌月の５日まで、従来と

変わりませんが、同じように私ども学校運営課のほうに提出をいただくものでございます。

私どもは、各学校からいただきました医療費等の状況、それから既に各学校が入力してい

る内容、この申請状況の確認を行いまして、内訳書を機械的に打ち出すものでございます。

それを日本スポーツセンターに送付を10日までに行う、これはこれまでと変わりません。

そうしますと、日本スポーツ振興センターにおきましては、このイントラを使ったホーム

ページからの処理に関しまして、翌月の上旬、先ほど紙によるものですと翌々月の上旬と

いうことで、ここで１カ月間の支払いが早くなるということでございます。それによって、

その後は、私ども入金を確認した上で、各学校指定の口座へ振り込みを行うというもので

ございます。 

  ３ページにお戻りいただきたいと思います。 

  結合する理由の１点目は、以上のように、区からの申請後、センターから送金を受けるま

での期間が約１カ月間短縮されるというものでございます。 

  ２点目は、事務処理の効率化ということで、これまで紙による入力を行っておりますと、

私どものほうに学校から上げられる災害報告書の中身で、記入が漏れているもの、あるい

は単純に書かれている内容が間違っているものなどがございましたが、今後は直接入力を

行うということで、内容に不備がありますと次に進まず、その内容の指摘をいただけると

いったことから、そういったことの防止につながるというものでございます。 
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  結合の形態といたしましては、インターネット回線を介してのセンターのホームページに

アクセスするやり方でございます。なお、送信内容については暗号化をし、セキュリティ

ーを図るというものでございます。 

  結合の開始時期でございますが、平成22年度災害発生分、つまり４月の部分についての申

請を５月からスタートするというものでございます。 

  情報保護の対策は、大きく分けて２つございます。まずは、送信する側、区側の対応です

が、それにつきましては１番から３番、インターネットによる情報を送受信する際には、

その内容を暗号化している。これはすべて先ほどの結合の形態と同じでございます。 

  それと、２番目は、区側の入力をする職員、主に養護教諭が担うわけでございますが、ま

ず各学校に与えられましたパソコンを立ち上げるのに、自身のＩＤ、それからパスワード、

これによって本人確認をして、まずパソコンを立ち上げる。その上で、センターのホーム

ページからアクセスをする際に、各学校別にまたＩＤとパスワードが与えられております。

これは私どもを介してまず１回目のものを各学校にお知らせするわけでございますが、そ

れによって申請を行うというものでございます。なお、このパスワードに関しましては、

定期的に変更するということで、おおむね６カ月間をめどに定期的に変更していくという

ようなことを考えているものでございます。 

  ４番目が、送信を受けた、これはセンター側のセキュリティーでございますが、５点ござ

います。それは、１点目は、イントラネットにファイアウォール等を設置する。それから、

センターの職員が使うパソコンについては、ウイルスチェック等のセキュリティー措置を

行う。アクセスログの管理により、職員の作業管理を行う。主にＩＤ管理により情報の取

り扱いを行う職員を制限するものでございます。最後が、内部規則によりセンターの理事

を「個人情報統括保護管理者」として位置づけ、情報管理を徹底するという内容でござい

ます。 

  説明については以上です。 

【会  長】どうぞ。 

【保育課長】それでは、事業の概要でございますが、先ほど学校運営課長からご説明がありま

した。異なるところは対象者でございます。区立保育園に在籍する児童等2,500名。そして、

その中で事業内容につきましても同じでございますので、教育委員会において実施する同

時期により申請システムを導入していきたいということでございます。これによりまして

保護者の給付が現行より約１カ月程度早くなるということでございます。 
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  次ページでございます。３ページをごらんください。 

  外部結合につきましてです。これは、保育課が担当いたしまして、内容につきましては、

登録業務の名称等、教育委員会と同様でございます。 

  また、現在、紙ベースで申請しております災害報告書に記載されている情報項目をこちら

のほうで同様でございますので、記載してございます。 

  結合の相手方以下その他につきましては同じでございますが、情報保護対策のところで、

教育委員会と異なる点がございます。これにつきましては、恐れ入りますが、５ページを

ごらんいただきたいと思います。 

  ５ページの横版でございますが、これは申請システム導入後の事務の処理の流れというこ

とで、現在、保育園から保育課のほうには紙ベースで報告書が上がってきております。そ

のシステムは、今回の申請システムを導入した後も変わりなく、設置者は保育課が入力を

担当してまいります。したがいまして、この中で違っているところは、教育委員会と異な

るところは、各学校で入力しているものは、保育課におきましては、保育課の担当者が行

うというところでございます。 

  恐れ入ります。３ページにお戻りいただきたいと思います。 

  そして、情報保護対策の２番目でございます。区側（保育課担当者）がセンターと情報を

送信する際には、必ず区イントラネットシステムのパソコンを使用し、ＩＤ番号、数字15

けた、パスワードを入力した上でインターネットに接続していくというところのセキュリ

ティーをかけてまいります。 

  異なる点は、こちらは３カ月ごとにパスワード等の変更をしてまいりたいと思います。し

たがいまして、パソコンを使って入力する担当者は、現在、保育士でございますので、１

名から２名、多くて２名までの担当が入力するというふうな形にしてまいりたいと思って

います。 

  こちらを導入するメリットとしましては、先ほど教育委員会と同様でございまして、現行

の支給よりも約１カ月程度早く保護者の方にお渡しできるということでございます。 

  以上でございます。 

【会  長】どうぞ。 

【小菅委員】いいですか。 

【会  長】小菅委員、どうぞ。 

【小菅委員】時間がないんで、お答えは端的で結構ですから、学校運営課のほうから１つお尋
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ね、４点、短くで結構です。４点あります。 

  １点目は、けがをした後の給付請求の時期はいつごろがなるのか。完治してからなのか、

多分そうだと思うんですが、これ、給付の時期はいつか。 

  ２番目、迅速化をねらうということですが、１カ月早くなるということです、従来は何カ

月ぐらいかかっていたのか、平均でちょっと教えてください。 

  ３番目は、３ページの情報保護対策のほうで、ちょっと説明によると、学校別のＩＤ番号、

パスワードという説明でしたが、ここでは養護教諭別なのか、学校なのか養護教諭別なの

か、ちょっと事故防止のために、ちょっとこの辺を教えてください。 

  最後に、３ページの一番最後の下から３行目、ＩＤ管理により、情報の取り扱いを行う職

員を制限するというのは、具体的にはどういうことで制限して、事故防止に努めるのか、

ちょっとそれを、短くて結構ですから、すみません。 

【会  長】はい。 

【学校運営課長】まず、給付の時期でございますが、災害が発生し、病院等にかかって治療が

完治あるいは症状固定というような形でかたまった時点で、その負担内容等についての申

請を行うというものでございます。 

  ２点目が平均何カ月ぐらいかかるかということです…… 

【小菅委員】今までどのくらいか。 

【学校教育課長】先ほどちょっと説明の中でこれまでの事務の流れで申し上げますと、例えば

４月に事故に遭われた場合には、５月５日までに各学校から私どものほうに報告がござい

ます。私どもは５月10日までに日本スポーツセンターにその内容を送る。送りますと、そ

こから翌々月の上旬に私どもに入金があって、それで各学校にというような流れでござい

ます。というものでございます。 

  先ほどの養護教諭と学校ということですが、これは二通りございます。まず養護教諭がパ

ソコンを自分のＩＤ、それからパスワードで立ち上げます。それをまず行った上で、そこ

からインターネットを利用して、このセンターのホームページにアクセスをします。アク

セスをしますと、そこから各学校ごとのＩＤとパスワードを入力する画面が出てきます。

これをもう一度入力するということですので、この養護教諭は自分自身のパソコンを立ち

上げるＩＤとパスワードを持っており…… 

【小菅委員】学校側のほうにもある。 

【学校運営課長】はい。という２種類でございます。 
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  ４点目の（４）のＩＤ管理、これは実際、センター側の職員の対応でございまして、それ

ぞれ各センター側の職員も個人個人のＩＤを持っていて、どのＩＤ番号の者がこの事務処

理を行えるというふうにきちっと決められているものということでとらえております。 

【小菅委員】その制限があるということね。 

【学校運営課長】はい。 

【会  長】はい、どうも。 

  はい、どうぞ、赤羽委員。 

【赤羽委員】今回の学校イントラネットの何か副産物ということもあったわけですよね、この

今回の導入が。例えば、現行と新しくなった場合、学校の負担が極端に軽くなるといえば、

そうでもないというかね、見てみると。だから、例えばこれ、もう少し学校の養護教諭を

通したほうがいいのかもしれませんけれども、学校運営課という区がいわゆるそうした当

事者というのかしら、けがした当事者の児童と区がやりとりするというようなことはでき

ないんですか。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【学校運営課長】先ほど保育課のほうと学校のほうとですね、学校は各学校で申請を行い、保

育課のほうは保育課が一括して入力をするというところの違い、まさにその点のご指摘か

と思います。 

  これに関しましては、年間の発生件数であったり、対象者であったりするところの違いで、

そのような対応をとらせていただいているところでございます。 

  今後、学校事務の効率化なり、まずこのシステムを導入していきながら、その中で、また

今度は違った視点での学校教員あるいは事務の軽減、こういったところを考えていく必要

があるのかなというふうに思っているところでございます。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【赤羽委員】今の課長の答弁で納得しますけれども、個人情報という部分からしてみると、い

わゆる学校が入らないほうが、ある意味でより、そういった部分からもいい視点だと思う

んですね。だから、次の宿題ということで結構でございますので、ぜひよろしくお願いい

たします。 

【学校運営課長】１点だけ、会長、よろしいでしょうか。 

【会  長】はい。 

【学校運営課長】結局、各学校で災害が発生しますと、その状況については各学校がまず把握
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をしていただくということがございますので、私どもが直接その災害を調べるということ

ではなく、各学校からの報告に基づいて入力をするという形になりますので、そうなりま

すと、学校側も事務処理は依然として残るという状況はありますので、その辺はどのよう

な形が事務処理の中で効率化が図れるのか、負担軽減が図れるのか、これはまた別に検討

していきたいと思います。 

【会  長】ほかにございましたら、どうぞ。 

  はい、どうぞ。 

【久保合介委員】養護教諭と、それから保育課の担当者がＩＤ番号なりパスワード、これの周

知範囲というのは個人だけですか。パスワードがどんどんみんな広がったら、パスワード

にならないんだよね。それは一体どの範囲。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【学校運営課長】今、学校のほうで考えていますのは、災害状況の発生の申請自体は学校長名

で行うということで処理をしています。したがいまして、各学校においては、学校長、副

校長で養護教諭ということで対応を考えているところでございます。 

【久保合介委員】保育園は。 

【会  長】はい。 

【保育課長】保育課は、基本的には現在も保育士が担当しておりますので、保育士を中心とし

て、あと保育係長、そして課長というところになると思います。 

【会  長】はい。 

【久保合介委員】なぜ細かいことで問題にしたかというと、例えば教育委員会関係は６カ月ご

と、保育課のほうは３カ月ごとなんだ。これは簡単なようで大変だと思うよ、３カ月ごと

にパスワードを変更していかなければいけないのね。変更したそれが、ある程度きちっと

システム化されていないと、極端な話、担当者が亡くなってしまった。困ってしまうんだ

ろうと思うよね。だから、このことによって秘密を保護するために、今後は事業がとまっ

てしまうというような心配はないんでしょうか。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【学校運営課長】今、３カ月ごとというふうなご指摘がありましたけれども、イントラネット

パソコンの現在、管理がそういう期間でやっております。そのパスワードの変更と合わせ

たということと、委員ご指摘のように、やはり１人では危機のときに対応できませんので、

必ず複数人の担当を置いていくということは考えていきたいと思っております。 
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【会  長】はい。 

【久保合介委員】一応教育は６カ月で保育園は３カ月、この分かれている一番の理由は何なん

ですか。 

【会  長】どうぞ。 

【学校運営課長】今、保育課長のほうから説明がありましたが、区のイントラネットでは３カ

月ごとでのパスワードを更新するというのが、我々も含めて、３カ月ごとに実施している

ものでございますが、学校におきましては、このイントラのシステムを導入するのは、本

格稼動はこの４月からということで、まずは６カ月という期間からスタートして、このパ

スワードの変更等については、変更ができますので、そこについては、今後合わせていく

ような形になろうかと思いますが、まずこのシステム自体を導入することがメインであり

ましたので、６カ月という期間からスタートをするものでございます。 

  ただ、これに限定しているものではなく、今後変更を考えていきたいと思っております。 

【会  長】はい。 

【久保合介委員】そうすると、どうも聞いていると、3カ月のほうが本命で,いつかは3カ月に

統一しようと。ただ、学校のほうは、とりあえず６カ月にしておいて、いつかは３カ月に

なるんだというふうに聞こえるんですけれども。 

【会  長】はい、課長。 

【学校運営課長】まだ運用が、イントラ自体の運用も始まっておりませんので、まずその状況

を見ながら判断をしていきたいということでございます。 

  私が申し上げたのは、６カ月がいいのか、３カ月がいいのか、これははっきりと決まって

いるものではございませんので、ただ変更することは可能であるということをご説明した

次第でございます。 

  今後、その期間につきましても、何カ月がいいのかを含めて、変更するんであれば変更し

ていくということで、そのような説明をさせていただいたものでございます。３カ月に限

定しているというものでは決してないということでございます。 

【会  長】はい。 

【久保合介委員】言い出したから言うけれども、保育園が３カ月で、教育委員会が６カ月だと、

同じ問題で、倍、6と3では倍だね。何で違うのかの理由、はっきりした理由を教えてほし

いと思ったけれども、どうもわからない。いいですけれども。 

【会  長】はい、どうぞ。 
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【学校運営課長】申しわけございません。はっきりという理由は、６カ月に固執したわけでは

ないんですが、通常パスワードの変更というのが６カ月、３カ月、この期間はほかにもい

ろいろ変えようがあるんですが、まずイントラネットの導入部分で６カ月からスタートす

るという対応をとらさせていただいたという単純な理由でございます。 

【会  長】いいですか。 

  ほかにございましたら、どうぞ。 

          〔発言する者なし〕 

【会  長】では、本件は承認ということでよろしいですか。 

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

【会  長】どうもありがとうございました。どうも。 

  資料74にまいります。「子ども手当に係る目的外利用、電算開発等について」でございま

す。 

  課長さん、どうぞよろしくお願いします。 

【子どもサービス課長】子どもサービス課長でございます。よろしくお願いいたします。 

  資料ナンバー74、件名「子ども手当に係る目的外利用、電算開発等について」、諮問、あ

わせてご報告を申し上げます。 

  １枚おめくりいただきまして、２ページ目です。事業の概要です。 

  子ども手当については、ご案内のように、来年度、平成22年度については、お子様１人当

たり１万3,000円、23年度以降については、今のところ倍額の２万6,000円が予定されてい

るところですが、この事業の概要の一番下の事業内容のところにございますように、一番

下ですね。１番「子ども手当は受給しようとするもの（請求者）の請求を必要とする」、

これはこれまでもやってございます児童手当と同じ方法でございます。 

  ２番「請求を受けた区長は、その受給資格及び支給金額について審査のうえ認定する」、

それと指定金融機関に原則年３回、これは児童手当と同じように、この子ども手当も６月

と10月と２月に４カ月分まとめて振り込む形になってございます。 

  上に戻っていただきまして、給付の対象者は、15歳までのお子様をお持ちの保護者の方と

いう形になります。 

  申請、受給者のところは、①、②、③とちょっとごちょごちょっと書いてございますが、

基本的には、子どもを監護し、かつこれと生計を同じくする父母が原則でございます。そ

の他②、③はその例外的なものが書かれております。 
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  現在、給付対象者数ということで、世帯主といいますか、監護する大人の数ですが、約２

万5,000人を想定しております。実際にお子様自体は２人お子さんがいるところもございま

すので、約３万人が対象児童数という形になってございます。ということなので、３万人

掛ける１万3,000円掛ける来年度については10カ月分という形になりますので、予算額とし

ては約39億円を計上しているところでございます。 

  給付方法は口座振替を原則としております。 

  ページめくっていただいて、３ページ目以降が具体的なそれぞれの個人情報の目的外利用

ということですけれども、まず子ども手当に係る、日本人でございますれば、住民基本台

帳法に基づいて、行政の効率化のために使うということもうたわれていますので、そのま

ま目的内利用なんですが、外国人登録情報につきましてはこれが含まれてございませんの

で、あえて目的外利用で、この審議会においてご判断をいただきたいということでござい

ます。 

  目的外利用を行う情報項目は、真ん中の欄のところにございますように、基本的にはこれ

までどおり児童手当等の手当を支給するときに使っている項目と変わりございません。 

  次のページへ行っていただきまして、４ページ目、子ども手当に係る国民健康保険情報の

目的外利用について、これも児童手当等と同じ情報項目について取り扱うという形になり

ます。国保以外で使うということで、子ども手当のために使うということで、目的外利用

の審議をお諮りしているところでございます。 

  続いて、５ページ目です。子ども手当に係るＤＶ被害情報の目的外利用について。 

  これについては、次の６ページと２枚続いてございますが、最初の５ページ目については、

他の部署にある情報を入手して、子ども手当の支給に資そうとしているものでございます。

福祉部の生活福祉課、同部保護担当課の保有している情報を使わせていただく予定でござ

います。 

  ６ページ目については、子どもサービス課、本課が持っている児童扶養手当以下さまざま

な現在支給している手当に関する情報を利用しまして、子ども手当の支給に資するという

形になります。 

  次が、７ページ目にまいりまして、これは子ども手当に係る子どもサービス課保有情報の

目的外利用についてということで、これはＤＶに限らず、全体の子ども手当に関して、子

どもサービス課保有情報を使うという形でございます。 

  さらに、２つめくっていただいて、９ページ目が子ども手当の有資格者判定のための電算
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処理システムの開発についてということで、これにつきましては、本庁のほうに既存ハブ、

下のほうに追加・変更の内容ということでございますけれども、子どもサービス課のほう

にノートパソコン、デスクトップ等がございまして、本庁２階のサーバーとも関連させて、

情報政策課、８階にある既存ハブのほうからデータベースをもらって、それぞれのノート

パソコンを使ってやっていくと。さらに、出先である特別出張所でも、住民の方が利用で

きるように、そこともつなげてやるという体制で、これも基本的にこれまでの児童手当等

のやり方と全く同一手法でございます。 

  さらに、２枚めくっていただくと、業務のフロー図が出てございます。左端の縦に請求者

からこのような請求がある。子ども医療手当係としてはどう受けて処理をするかというの

が縦列で出ておりまして、右のほうに流れていくのは、申請があり、次に課のほうで審

査・認定をし、相手方、区民に対して支払うという右の流れになってございます。 

  次の12ページのほうですが、これが諮問事項であると同時に報告事項になるわけなんです

が、「子ども手当業務における申請手続に係る電子申請サービスの導入について」という

ことで、必ずしも窓口に来ていただかなくても、パソコンからインターネットを通じて電

子申請サービスができると。こういったものをこの子ども手当についても導入するという

ことで、お諮りをしているところでございます。 

  これも児童手当等、基本的には電子申請が今現在、できるようになってございます。それ

に子ども手当も新たに追加した形でやりますよということで、お諮りをしているところで

ございます。 

  次の13ページが、そのために使う情報項目が出てございます。 

  14ページが申請ネットワークの関連図、15ページがこういったシステムに対する安全対策

の概要ということで、15ページのこの安全対策の概要につきましては、具体的に左の算用

数字の２番、通信内容は基本的に暗号化されておりますので、万が一ハッカー等に情報を

見られたとしても、わからないようになってございます。 

  それから、６番のところに業務担当職員ごとに交付されるＩＤ・パスワードやアドレス情

報による運用によって、個人情報の盗用、改ざん、成りすまし等を防止するという体制に

なっております。 

  16ページはこれまでと同様の特記事項です。 

  17ページが子ども手当給付に伴う請求案内等の封入封かん作業の委託についてということ

で、申請書を事業者にお願いをして、一定事項の項目をプリントアウトさせて、発送して



－４１－ 

もらうということになるわけなんですが、その封入封かん作業をお願いする業者さんに引

き渡す情報項目としては、氏名、生年月日、性別等、ここに書かれているとおりで、これ

までの手当で出すのと基本的には同じような項目です。 

  ここに処理させる情報項目の記録媒体ですが、文書、帳票とあわせて電磁的媒体、フロッ

ピーディスク等も使う予定でございます。 

  最後、18ページ、特記事項、これも従来と同じ内容のものがついております。 

  以上でございます。よろしくご審議お願いいたします。 

【会  長】ありがとうございました。 

  どうぞ、ご質問がございましたら、お願いいたします。 

  どうぞ、久保委員。 

【久保合介委員】長い資料の中で、３ページにだけこの文字があるんですけれども、上陸年月

日というのは、どの時点を基準とするんですか。それとも、申請者本人の申請に任せるも

のなんですか。 

【子どもサービス課長】お待たせしました。基本的にパスポート等に書かれている日付、それ

が外人登録のほうに記録されていまして、私どもとしては、外録にその確認をした上で、

その日付をここに入れるという形になります。 

【会  長】はい。 

【久保合介委員】それで、この項目を入れさせる必要というのが、この事業にとって何なんで

すか。 

【会  長】はい。 

【子どもサービス課長】基本的に、普通の日本人の場合もそうなんですけれども、住んでいる

自治体、どこに１月１日現在住んでいたかということで、いわゆる課税証明の関係がござ

います。ということで、外人の方の場合については、最初にどこに入って、どういう経緯

で新宿区に入ってきたかということを確認するために、最初の日本国における上陸の年月

日、最初の自治体がどこなのかを確認するためにこの項目が必要だということでございま

す。 

【久保合介委員】はい、わかりました。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【小菅委員】ちょっと短めに教えていただきたいんですが、17ページ、封入封かん作業の委託

ですが、２万5,000世帯、３万人と推定されるんですが、委託先については１社ですか、数
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社ですか。それが１つと、それから17ページ、一番最後の行の委託業者に行わせる保護対

策ですね、取扱責任者というのはどういう方になるんでしょうか。職員の立ち会いやなん

かはあるんでしょうか、ないんでしょうか。その点だけちょっと教えてください。 

【子どもサービス課長】基本的に、こちらの作業を請け負う業者は１社でございます。 

  それと、管理に関しましては、１人の方を事業者さんにお願いいたしまして、その方に今

言った特記事項ですとか個人情報の守秘義務等、同様のことを説明をこちらからさせてい

ただいて、管理監督をお願いするということでございます。 

【会  長】いいですか。 

  ほかにございましたら、どうぞ。 

  はい、どうぞ。 

【かわの委員】１つだけ、事業の関係で、２ページの、これはうちだけの問題じゃなく、給付

対象者で15歳に達する云々と書いてありますよね。それは８月生まれの人はその次の年は

３月31日までですよということなんだけれども、学年の場合は４月２日生まれから始まり

ますよね、たしか。４月１日の生まれの人というのは、この場合はどういうふうになるん

ですか。 

【子どもサービス課長】４月１日の方の場合でも、３月31日までということの規定変わりませ

んので、実際に年齢的に15歳になったそれ以降の３月31日、そこで終わりということにな

りますので、４月１日生まれで15になった場合については、もう１年あるということです

ね。次の３月31日まで受給資格があるということになります。 

【かわの委員】では、その人は、実は高校生になるんですよね、たしか。学年で考えると、４

月１日生まれの人は、もう高校生なの。４月２日生まれの人はまだ中学３年生なの。その

場合に、４月１日生まれの人はもう来ないんですかということ。 

【子どもサービス課長】失礼いたしました。ちょっと前の年度ということで、今言ったケース

の場合については、１年逆に短いという形、ご本人にとっては、ちゃんと15年という年数

はあると思うんですけれども、今のケースの場合については、手前で終わってしまうとい

う形になる…… 

【かわの委員】だから、最初の３月31日までの間にある児童でしょう。だから、ちょっと、年

度は４月１日から始まるけれども、学校の子どもの学年というから、学校は４月２日から

始まりますよね。ちょっとその辺でちょっとどうなのかなということで、ちょっと気にな

ったんで、すみません。 
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【区政情報課長】これ、年齢計算なんで、前日になりますので、15歳に達する４月１日生まれ

の方が15歳に達する日というのは３月31日になります。その３月31日が達した日の最初の

３月31日ですので、そこで終わりという形になりますので。 

【かわの委員】何かわからなくなっちゃう。私、そういう前例があったのを覚えていますとい

うか、選挙権なんかも、選挙当日じゃなくて、前日までで選挙権が有するというふうにな

るんで、わかりました。これ、私の勘違いということで、改めて確認をさせてもらいまし

た。ありがとうございました。 

【会  長】私のほうから質問でございます。 

  この事務というのは、国の制度によってつくられた事務ですね。事前に。これは、いわゆ

る法定受託事務ですね。法定受託事務の場合には、一応国がかかるお金を継続的に負担し

ますけれども、そうなっている。 

【子どもサービス課長】子どもサービス課長です。 

  財政的な負担の問題につきましては、今現在のところでは、子ども手当の内側に児童手当

というものがまだ廃止されず残すという予定になっておりますので、そこの児童手当の部

分については、現在、自治体が実際3分の１ずつ国、都道府県、区市町村等で持っています

ので、その負担分は明年度、22年度においても、そこの部分は自治体が負担すると。 

  ただし、今回所得制限なしという子ども手当でございますので、児童手当は所得制限ござ

いますので、そのままですと児童手当の分もオーバーしてしまいます、今までとは違って。

そのオーバー分については、国のほうで負担するという、総務省のほうの特別交付金が手

当てされるという形になってございますので、全額国庫負担ではございませんが、児童手

当の分はこれまでどおりの、増えもせず減りもしないという形での負担はあるということ

になります。 

【会  長】どうぞ。 

【鍋島委員】ちょっとわからないんですけれども、このシステム開発は、この委託先、結合先

の相手方が書いてありますけれども、導入と結合は行うのか、システム開発はどこなのか、

全くわからないんですけれども、教えていただきたい。委託先が。 

【子どもサービス課長】子どもサービス課長でございます。 

  この結合先、区が情報をいろいろ振り分けてもらっていただくところ、連結する、結合す

る先というのは、東京電子自治体共同運営センターということで、12ページにあるところ

の大きなますの２段目ですね。委託・結合の相手先のところで、これはこれまでどおり児
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童手当とか既存の手当に関しても、よその自治体でも基本的にここにお願いしているとこ

ろで…… 

【鍋島委員】それはいいんですけれども、システム開発は。 

【子どもサービス課長】システム開発自体は、構成している企業であるところの、ここに出て

いますエヌ・ティ・ティ・コミュニーケーションズ株式会社、日本電気、ＮＥＣですか、

それからトランスコスモス株式会社、こういった会社が構成して、このメンバーの方たち

がシステム開発をするということでございます。 

【鍋島委員】追加でシステム開発をするんですね。 

【子どもサービス課長】そうですね、子ども手当の部分について…… 

【鍋島委員】その部分をある程度いろいろな修正して、それでシステムをつくって、新たにつ

くるわけではないんですか。 

【子どもサービス課長】今、既存に児童手当を使っておりますので、それに多少、子ども手当

用に少しいじくるという形になろうかと思います。全くゼロからでは…… 

【鍋島委員】そこにはこういう情報は行かないわけ。システム開発だけで、この…… 

【子どもサービス課長】具体的な区民の方のお名前だとか生年月日とかは、この開発する企業

に行くか行かないかというお話ですね。 

【鍋島委員】ここのことです、はい。 

【子どもサービス課長】すみません。委員、何ページをお読みですか、今。 

【鍋島委員】今、９ページとか、どこに書いてあるかわからないけれども、12ページとか。12

ページには結合先とか書いてあるんですけれども、システム開発がどれなのか…… 

【子どもサービス課長】結合先とかっていうのは、それに出ている…… 

【鍋島委員】結合先はあるんですけれども、システム開発は…… 

【会  長】はい。 

【子どもサービス課長】子どもサービス課長です。 

  ただいまのご質問にお答えします。 

  今、私がお答え申し上げてましたのは、電子申請の部分についてのご説明でした。失礼い

たしました。 

  今の委員のご質問は、９ページにあります、これから新たにつくらなければ、新たにつく

らなければいけない子ども手当の関係でございますので、結合というか、これから契約を

してやっていきますので、その相手先もまだ未定でございます。 
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【鍋島委員】これはまだ未定なんですか。 

【子どもサービス課長】新規にこれからやることになります。 

【鍋島委員】そこのところがこれにうたってなかったので、わからなかったんですけれども、

これはちょっと個人情報を脱しますけれども、今、テレビ聞いていると、払ってない給食

費やなんかも、これから引くとかいう話をされていますから、やっぱり新たにつくられる

んだったら、給食だけを念頭に置かないで、区民としては、やっぱり税金のことですから、

そういうものも入れられるような感じでシステムは開発していただいたほうがいいかなと

思って、これはこれとは関係ないんですけれども、１つは、どこに委託するのか書いてな

かったのが１つ。 

【会  長】いかがですか。本件はよろしいですか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【会  長】承認ということでよろしいですか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【会  長】どうもありがとうございました。 

【子どもサービス課長】ありがとうございました 

【会  長】では、資料75にまいります。「投票人名簿及び在外投票人名簿の調製について」

でございます。では、担当課長さんからご説明いただきます。 

【選挙管理委員会事務局長】それでは、「投票人名簿及び在外投票人名簿の調製について」、

説明をさせていただきます。 

  これにつきましては、皆様のお手元に小さいパンフレットをお配りをしておりますが、憲

法改正、国民投票、これ、通称なんでございますけれども、これに係るものでございます。

本日の内容としては、諮問１件、報告１件でございます。 

  それでは、２ページ目をお開きいただきたいと思います。 

  まず、事業の概要でございますけれども、目的といたしましては、平成22年５月18日に施

行されるこの法律に関して、実行可能なようにということで、システムを開発していくと

いうものでございます。 

  １つは、まず投票人名簿、選挙の場合は選挙人名簿という名称がありますが、この場合は

投票人名簿を作成するということになっております。それから、もう一つは、名簿の中で

外国に滞在中の方につきましては、外国からの投票もできますので、その方々のために在

外投票人名簿、この２つの名簿を調製をするということになります。 
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  これにつきましては、制度のかなりがいわゆる選挙制度と通じるところもあるんですが、

違うところも結構あるということでございますので、そのまま使用することはできないと

いうことで、開発という形になります。 

  ただし、ベースといたしましては、今ございます選挙人名簿のシステム、それをバージョ

ンアップするような形で開発を進めるということでございます。 

  対象者でございますけれども、投票人名簿及び在外投票人名簿への被登録資格を有する方、

それから投票権欠格条項該当者ということでございます。 

  なお、詳しく申し上げますと、年齢としては18歳以上というふうに法の本則ではなってお

りますが、ただし書きの中で、18歳にするときには、公職選挙法ですとか民法、これの改

正を行って、18歳に合わせる必要があるということで、その18歳へ合わせるような形が済

むまでは20歳でやりますよというようなことになっております。 

  その他、選挙権を有しない方の範囲が、いわゆる公民権停止の方は投票権があるというよ

うな形で、細かい違いがいろいろございます。 

  ただし、非常に困ったことに、ことしの５月18日に施行されるわけですけれども、いまだ

に施行令とか省令が示されておりません。細部が示されていないわけですね。ただし、事

務的な形で、こういう項目が必要だよというような形ではお知らせが来ておりますので、

それについてシステム開発を先に進める必要があるということでございます。 

  今年度中にシステム開発を終えなければいけないということがありますので、現在のとこ

ろ、省令、施行令はできておりませんけれども、今までの事務的な通知を踏まえた形での

システム設計ということで進めさせていただきます。 

  事業内容、事業の流れでございますけれども、まず投票人名簿及び在外投票人名簿を作成

をいたします。それで、いわゆる投票人名簿につきましては、磁気テープ、いわゆる電子

データでいきますけれども、在外投票人の場合につきましては、これは選挙同様、紙によ

って作成をいたします。 

  ２番目の投票人名簿及び在外投票人名簿への登録ということでございますけれども、これ

は先ほど申し上げたように、選挙と若干制度が違う部分を「・」、４つの形で簡略に表現

をさせていただいております。 

  それから、３番目の投票権欠格条項該当者情報の管理ということでございますけれども、

いわゆる成年被後見人のみが投票権を有しない方ということになりますので、その方を名

簿をつくるときには削除をしなければなりませんので、そのデータについては持つという
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ことになります。 

  それから、４番目の国民投票整理券データの出力ということでございますけれども、国民

投票整理券の作成業務を民間委託をするわけでございますので、その投票人データを磁気

テープに出力するということが必要になります。 

  その次に、作成いたしました名簿につきましては、縦覧という形で一般の有権者の方々に

公開をすることによって、その正確性を担保するという縦覧制度に利用するための縦覧名

簿の作成をいたします。 

  それから、次に６番目の期日前投票システムへの取り込みということでございますけれど

も、作成したこの名簿を、期日前投票のときに使いますシステムに取り込み、読み込みが

できるようにいたします。 

  同じく当日投票システムへも取り込みを行うということでございます。 

  次のページをお開きいただきたいんですが、今ご説明したように、まず投票人名簿システ

ム、それから期日前投票システムの改修ということでございます。 

  登録業務は、投票人名簿ということでございますけれども、個人の範囲は、投票人名簿登

録者、次に記録項目でございますけれども、これもほとんど、これは選挙人名簿の場合と

ほとんど同じでございますけれども、まずホストコンピューターのほうには世帯番号を始

めとして29項目、それから期日前投票システムにつきましては、氏名、生年月日を始めと

して21項目、それから３番目の当日投票システムにつきましては、世帯番号、住民番号を

始めとして14項目の登録が今のところ想定をされております。 

  ただし、先ほど申し上げたように、省令が出された場合には、変更可能性があるというこ

とはあらかじめ通知されておりますので、それが出ましたときには、改めてご報告をする

ことになろうかというふうに思います。 

  それで、３番目の記録するコンピューターでございますけれども、ホストコンピューター

と、それから期日前投票システム、これは期日前投票所などにサーバーを介して置くもの

なんですが、これがあると。それから、もう一つは当日投票システムということで、これ

はやはり51投票所あるんですが、そちらのほうに端末を置く、サーバーを介して端末を置

くというシステムでございます。この３つのシステムに置くということになります。 

  新規開発・追加・変更の理由でございますけれども、ホストコンピューターで投票人名簿

の調製を可能とするプログラムを構築することにより、短時間で登録業務を行うためとい

うことでございます。ちなみに、参考までに申し上げますと、21年の12月２日現在で、い
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わゆる有権者、これ、少し選挙人と投票人は人口変わりますが、選挙人の数で言いますと、

25万1,127人でございました。これより若干範囲が広がるということで、これよりふえると

いうことになります。 

  次のページ、５ページでございますけれども、新規開発・追加・変更の内容を図の形で流

れを示させていただいております。流れとしては、先ほど口頭でご説明したようなことの

重複になるので、省かせていただきたいというふうに思います。 

  それから、開発等を委託する場合における個人情報保護対策でございます。システムの修

正過程におきましては、投票人名簿の情報を業者に直接触れさせることはいたしません。

テストにつきましては、ダミーデータを使うことによって検証をさせます。データセット

アップの際には職員が立ち会うことといたします。 

  新規開発・追加・変更の時期でございますけれども、本審議会承認後から22年５月までと

いうことになります。 

  次のページにつきましては、期日前投票管理システムのバージョンアップ、今までのお話

し申し上げた、いわゆる投票人名簿の作成というようなことでございますけれども、これ

を実際に使う期日前投票所あるいは当日投票所の……、失礼いたしました。ちょっと重複

になりました。これは参考資料、手元に持っている資料をちょっと読み上げてしまいまし

た。 

  以上でございます。 

【会  長】よろしくお願いします。 

【選挙管理委員会事務局長】ごめんなさい。失礼いたしました。すみません。もう一点ござい

ました。報告の事項で、業務委託のことがございました。 

  国民投票整理券の印刷及び封入・封緘作業等委託についてでございます。 

  これも選挙のほうと同じように、国民投票整理券というものを作成いたしまして、それぞ

れの投票人の方にお送りをするということでございますけれども、先ほど申し上げたよう

な数の整理券を短期間に作成して、送付ということになりますので、これはその印刷及び

封入封緘作業を業者に委託をするというものでございます。 

  委託先につきましては、入札により決定をするということで、委託に伴い事業者に処理さ

せる情報項目につきましては、世帯番号、世帯主名、住民番号、氏名、性別、郵便番号、

住所、投票区、簿冊、ページ、番号、投票所名、投票所の地図ということになります。 

  処理させる情報項目の記録媒体でございますけれどもこれは電磁媒体、いわゆるＣＭＴと
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いうディスクなんですが、これは富士通というメーカーの特別な仕様で、いわゆる光磁気

ディスクというようなことになります。それから、紙というのは、いわゆる基準日におい

て作成した名簿の中から、その後亡くなられたりという形で失う方がいます。投票人の権

利をですね。その方について引き抜きをするわけですが、その引き抜き対象者の方につい

ては、紙データでお渡しをするということになります。 

  委託理由につきましては、選挙の際に作成する投票所整理券と比較すると、同程度の作業

量が必要になりますので、同様に外部委託をさせていただきたいということでございます。 

  委託の内容は、国民投票整理券の作成、封入・封緘、それから区内４郵便局への納入とい

うことでございます。 

  委託の開始時期及び期限につきましては、平成22年５月18日国民投票法の施行後、憲法改

正の発議があった場合というようなことになります。 

  委託にあたり区が行う情報保護対策でございますけれども、これにつきましては、特記事

項ということで、後ろのほうに参考につけさせていただいておりますが、秘密の保持です

とか、適正な管理、複写等の禁止などについて定めさせていただいております。 

  それから、業務終了後には、区が提供した情報を返却をさせますし、業者のパソコンの中

に入れ込んだ情報につきましては、削除をさせ、その経過を作業報告書という形で提出を

させるということにいたします。 

  受託事業者に行わせる情報保護対策でございますけれども、取扱責任者及び取り扱う者を

あらかじめ指定をし、提供された情報は施錠できるキャビネットまたは金庫に保管をする

ようにさせるということでございます。 

  以上でございます。失礼いたしました。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【久保合介委員】不勉強で申しわけないんですけれども、４ページの真ん中から上の部分にホ

ストコンピューターという字がありますね。２行目の増異動日から始まって減異動届出日

まで、怪奇な文字が４つ並んでいるんですけれども、これ、教えていただけませんか。増

異動日って何なんですか。減異動届出日って何なんですか。 

【選挙管理委員会事務局長】要するに、この投票人名簿に新しく記載すれば増ですし、そこか

ら削除すれば減という、それだけの意味でございますけれども、異動日というふうに、確

かに増減というのは、あるいは要らないかもしれませんけれども、分けて書いたというこ

とでございます。 
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【会  長】はい、どうぞ。 

【久保合介委員】これも勉強で悪いんですけれども、そういう意味のことをわけもわからない

で使って、こういうふうに出てくる、これは一体だれがつくった、どこで決められたもの

なんですか。 

  すべてはですね、何でも書いたものというのは、区民に届けていくことが前提なんですね。

わけもわからない字が、何でこんなわけのわからない字が出てくるのか。だれがつくって

いるのか。 

【選挙管理委員会事務局長】選挙管理委員会のほうでつくったようです。 

【久保合介委員】はい、わかりました。結構です。 

【会  長】どうぞ。 

【かわの委員】かわのです。 

  私は、この件に関しましては、そもそも憲法改正の国民投票法自身に国会でもいろいろ議

論があったし、それから、それはそれとしても、きょう現在、先ほど言われたように、施

行令や、あるいは省令がまだ出ていないと。しかも、きょうのこの諮問や報告も、本来で

あれば、事前に提出をされて、それなりに勉強する期間も持ちながら臨むんですけれども、

本日の机上配付という、そういう状況になっているわけで、私はこの部分については議論

がたくさんあるところですし、いろいろ国民の中にもあるいは区民の中にも議論があると

ころですので、私はきょうここで、時間もこんな時間ですので、中身についていろいろ議

論をしてどうこうするということには問題があるんじゃないかなというふうに思いますの

で、もう少し引き続き勉強するという形にぜひしていただきたいというふうに思います。 

【会  長】制度の変更となりますと、制度の変更そのものについて問題が出てまいりますし、

それから、その場合に、自治体の権限というものも大変難しい問題があると思うんですね。 

この審議会そのものの進め方の論点について、なかなか難しい問題あるかと思います。た

だ、委員長として多少意見を言わせてもらいたいというのがあるわけでございまして許し

てください。ただ単に事務的に進めればいいという役割を担っているわけじゃありません

からね。 

  はい、どうぞ。 

【選挙管理委員会事務局長】本日机上配付になってしまったという部分なんですが、非常に私

どもも申しわけないと思っているんですが、実は先ほども申し上げたとおり、省令、政令

がまだ決まってない。細かい通知がなかなか来ないという中で、我々も本当にやきもきを
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していたんですが、やっと様式の通知が先週20日にですね、メールがやっとその時点で来

た状況なんでございます。その後に私どももそれに合わせていろいろな手続を始めました

ので、どうしてもこういう机上配付というふうな形でのご報告ということになってしまい

ました。申しわけございません。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【かわの委員】かわのです。 

  今、そういうお話がありましたけれども、そういう事情であればなおさらのこと、もう少

し施行令や省令や、そういうものがはっきりした段階で我々がこれについてどうだという

判断をするべきではないか。 

  それは、確かに５月という日にちはありますけれども、今言ったような、そういうどたば

たで、本当にここについて、諮問について議論することでいいんだろうかというふうに、

私は改めて今の答弁を聞いてさらにそういう思いを強くしました。 

  以上です。 

【会  長】はい、どうぞ、林委員。 

【林委員】おっしゃるとおりで、これ、やっぱりきょう形づくりをしたいと言われても、我々

審議委員としては、私、施行令が出てくるとがらっと内容が変わって、こういうことだっ

たのかというふうになる場合が多々法律もありますので、だから、それを論じてここで結

論出して、でももう審議会で区では通ってますよということ自体、すごい皆さん、ほかの

市民の皆さん、不思議と思わないのかなと私は思います。 

【会  長】はい。 

【選挙管理委員会事務局長】先ほどちょっとご説明をいたしましたように、１つには、選挙制

度のほうとほぼ同じ形のものでございます。情報の内容についても、それほど大きな違い

があるとは考えておりません。あと、今後、省令、施行令で細部の違いが出てくるだろう

というふうには思いますが…… 

【林委員】いや、それでね、それに反論するようで悪いんですけれども、国会の場だとか、あ

るいは地方自治、皆さん地方のそれぞれの議場において、議員の皆さん、あれだけかんか

んがくがくやって、なかなかむずかしい問題なのに、ここでもってこの大問題をシステム

だけでもとりあえず決めたいという自体が、審議委員としては、最後の最後までどん詰ま

りで大変なあれがぽんと置かれたなということで終わる終わり方になってしまうかなと思

います。 
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【選挙管理委員会事務局長】すみません、ちょっと引き続きということになるんですが、基本

的にはその法律、それからまた政令、省令に基づいた作成をすると。ただ、その具体的な

ものがわかっていませんが、事務的なやりとりの中でその概要は見えていますので、とり

あえずそういう形でつくらせていただいて、その省令、政令が出て、修正分が出る場合に

は、改めてそれはご報告をするということを１つ考えております。 

  それから、もう一つは、さっき委員の方からもお話が出ていましたけれども、これは３月

までにシステムをつくらなければいけない。そのためには、どんなに遅くとも２月中には

契約に持ち込みたいわけでございます。そういう意味で、ちょっと時間的に間に合わない

というところがございますので、また必要があるときにはご報告をさせていただくという

ことでご了解をいただければと思います。 

【副会長】きょうのところは、期限があることなんで仕方ないんで、一応通すにしても、固ま

りましたときに、もう一度ご報告いただくということにしないと、ちょっと皆さん、きょ

うではちょっと議決できないと思いますけれども、国の制度が固まるか固まらないか、多

分固まらないというわけなんで、区の責任じゃないということはわかるもんですから、国

の制度が固まったところで、もう一度ご報告、事後報告という、いわゆるここの条例上の

報告じゃない、事実上の報告ということで仕方がないと思うんですけれども、こういうこ

とになりましたと、国の制度がこうなったんで、この報告どおりかもしれないし、変更の

箇所があるかもしれませんけれども、そこをもう一度説明していただくということできょ

うのところ通すということでどうでしょう。 

【選挙管理委員会事務局長】それで結構でございます。 

【会  長】それで結構だというご意見がありましたけれども、委員会の委員方はいかがです

か。 

【会  長】いかがですか。よろしいですか。 

【区政情報課長】これにつきましては、来年度になると思うんですけれども、当審議会でまた

ご報告をさせていただければと思います。 

【会  長】では、この件は承認して…… 

【かわの委員】会長。 

【会  長】はい。 

【かわの委員】今後この審議会がどういう決定方向になるのかはちょっとよく私もわからない

ので、勉強不足なんですけれども、少なくとも私はこの諮問に賛成をすることはきょう現
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在ではできません。したがって、もし賛成多数ということであれば、それはそれで、そう

する決定方法があるんでしょうし、全会一致だということであれば、ぜひもう少し時間を

いただきたいなというふうに思いますけれども。少なくとも私はこの諮問にこれで、了と

するというふうにはいきません。 

  以上、申し上げておきます。 

【会  長】ほかの委員の方いかがですか。もしないようでしたら、多数決で決めるというこ

となんですけれども、決める前に、大体趣旨はわかりましたでしょうかね。 

  はい、どうぞ。 

【森岡委員】３月末までというのはどこで決められたんですか。 

【選挙管理委員会事務局長】総務省のほうから21年度につくるという指示が来ているというこ

とでございます。。 

  それと、もう一つは、この金銭面なんですけれども、国から補助金が出るのは21年度分だ

という話が来ています。それはまた枝の話ではあるんですが。 

【小菅委員】きょうじゃなくて、また別の日にやったらどうですかね。かわの委員から意見が

出ているように、お一人でも賛成しないというのが出ていれば、基本的には全会一致でし

たいと思うんですね。そういう意味で、ちょっときょうやるというのはいかがなものかね。 

【会  長】わかりました。 

  はい、どうぞ。 

【林委員】勝手な個人の勝手で、後ろ髪を引かれる思いの問題がぽんときょう提出、こんな置

いてあると思わなかったんですけれども、国のいろいろの動きに合わせてで、口幅ったい

んですけれども、もう一回最後に、これだけ予備か何かでもって、次年度の方にぽんと渡

してしまうというのも、いかにもはしょった形なんですけれども、私、こんなこと、個人

が勝手なことを言って、ほかの方の都合もあるもんでいけないんだけれども、お話のその

後どのように進捗するのかを聞いてみたい希望はありますね。 

【会  長】はい、どうぞ。 

【副会長】今、２月初めですよね。１カ月ぐらいの間に何かもう少し進展するというのかな、

そういう日程的なことはどういうふうになっているんでしょうか。 

【選挙管理委員会事務局長】私どもの思いとしては、もうこういうスケジュールになるという

のは、１年以上前からわかっていたことで、もっと早く出していただきたかったかなとい

う気はするんですが、２月中に契約をしても、開発期間が一月しかないわけですね。ぎり
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ぎりだというふうに思っております。それで、検証までということになりますと、ちょっ

と厳しいなというふうに思っております。 

  ですから、このままですと、５月の施行までにシステムができていませんということにな

りかねませんので、それはちょっと避けたいという思いを持っています。 

【会  長】この開発の額は幾らぐらいですか。 

【選挙管理委員会事務局長】1,900万円。ただ、法律以上のものを余分に個人情報に入れると

いうことではございませんので、そこら辺については…… 

【会  長】だけれども、理解できない状態で使わせているわけでしょう、これに関しては。

理解できないよね。 

【選挙管理委員会事務局長】理解できないといいますか、最終形ではないという…… 

【会  長】そういうふうな理解ですけれどもね…… 

【選挙管理委員会事務局長】はい。大半は同じだと思いますが。 

【会  長】はい。 

【久保合介委員】いろいろ議論が出ているんですから、きょうが今期の最後だと言われたけれ

ども、今期の最後をもう一回何とか会長さんと事務局と打ち合わせて、一任いたしますか

ら、もう一回だけは今期の最後をやられたらいかがなんでしょうかね。 

【会  長】どうぞ。 

【区政情報課長】区政情報課長です。 

  今回、実は予備日としては２月12日をとってはあるんですが、２月12日では、まだ要する

に政省令が出ないということなんで……政省令の関係が。ですから、確定するという形で

すと、やはり来年度…… 

【会  長】はい。 

【久保合介委員】再度すみません。課長はああいうふうに言う、お役人はね。出なかったら出

ないで、僕らも腹をくくれるんですよ。こんなんでくくれないでしょう、皆さん。あっ出

ないのか、それじゃしようがない、私も反対しようかとか、あるいは反対があったってや

っていることはやっているんですよ、この委員会ずっと。全員一致じゃなければいけない

なんてことないですよ。だけれども、やっぱりきょうはできないでしょう。あといつかも

う一回だけやっていただいて、そのときにも何にも出ないんだったら、腹をくくりますよ、

どっちにするかは。ということなんですよ。 

【会  長】いかがですか。 



－５５－ 

  はい、どうぞ。 

【副会長】この残りの３件も回してもいいんでしょうか。例えば、12日の予備日にですね、残

りの３件、もうこの時間ですから。 

  だから、この今の件もですね、特別の意味があって、時間ぎりぎりで、75以下を12日の予

備日に回して、それで審議を続行するということで提案してもらえますか。そういうこと

でいいでしょうかという、情報課長にちょっとお尋ねしていただきたい。 

【区政情報課長】事務的には、その時点で全く政省令の関係が不明ですけれども、もう一度ち

ょっとご議論いただくということであれば、２月12日の２時からが予備日となっておりま

す。場所は、同じ会議室となっておりますので、今回、資料71から73までも含めまして、

その日にご議論いただくことは可能です。 

【副会長】すみません。今の、私、ちょっとメモが午前中になっている。 

【区政情報課長】すみません、今、時間を確認しますので、ちょっとお待ちください。すみま

せん。 

【林委員】会長、よろしいですか。大体どのくらいで出るものなんですか。大体どのぐらい、

今までの経験で、土壇場で出てくるんですか。省政令の具体例ですけれどもね。 

【選挙管理委員会事務局長】全くわかりません。それで、実は東京都のほうから１月に、１月

中には出るという話が来て、それすらおくれてしまっているものですから、ちょっと見通

しが立ちません。ただ、２月過ぎるようでは、全国的に間に合うところはほぼなくなって

しまうんではないかという気もしますので、そうそうに引っ張れるはずはないとは思うん

ですが。 

【区政情報課長】会長、各委員の皆さん10時から12時ということで、すみません。うちの記録

が、時間が確定してなかったんですけれども、間違いないと思いますので、２月12日は10

時から12時ということでお願いしたいと思います。 

【林委員】何曜日でしたかね、12日は。 

【区政情報課長】金曜日です。 

【会  長】では、12日午前中に審議会を続行するということでよろしいですか。 

          〔「はい〕と呼ぶ者あり〕 

【久保合介委員】副区長には悪いけど。 

【区政情報課長】会長、区長か副区長に次回ごあいさついただくような形で日程を入れておき

ますので、よろしくお願いいたします。 



－５６－ 

【会  長】それでは、きょうはご苦労さまでございました。 

午後４時４６分閉会 


